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○写  

茨城県後期高齢者医療広域連合告示第４号

令和５年第１回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会を下記のとおり招集

する。

令和５年２月３日

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

記

１ 日 時 令和５年２月 日 午後２時

２ 場 所 水戸市笠原町 番 茨城県市町村会館 講堂

以 上  
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提 出 議 案 一 覧

議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意を求めることに

ついて

議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の制定について

議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例の制定について

議案第４号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の制定について

議案第５号 茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例の制定

について
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議案第９号 令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）

議案第 号 令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）

議案第 号 茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任の同意を求めること

について

報告第１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴えの提起

報告第２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴訟上の和解）

議員提出議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条

例の制定について

議員提出議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条

例施行規程の制定について

議員提出議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正する規

則の制定について

議 事 日 程

２ 月 日
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提 出 議 案 一 覧

議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意を求めることに

ついて

議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の制定について

議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例の制定について

議案第４号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の制定について

議案第５号 茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第６号 茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第７号 令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

議案第８号 令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

議案第９号 令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）

議案第 号 令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）

議案第 号 茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任の同意を求めること

について

報告第１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴えの提起

報告第２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴訟上の和解）

議員提出議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条

例の制定について

議員提出議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条

例施行規程の制定について

議員提出議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正する規

則の制定について

議 事 日 程

２ 月 日





令 和 ５ 年 第 １ 回

茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会

議 事 日 程

令和５年２月 日（金）

午後２時開議

開会宣告

諸般の報告

日程第１ 議席の指定について

日程第２ 会議録署名議員の指名について  

日程第３ 会期の決定について

広域連合長の挨拶

日程第４ 議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意

を求めることについて

日程第５ 上程議案に対する質疑

【議案第１号】

日程第６ 上程議案に対する討論及び表決について

【議案第１号】

日程第７ 議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の

制定について

議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例の

制定について

議案第４号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例

の制定について

議案第５号 茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第６号 茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例の制定について

議案第７号 令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

議案第８号 令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計予算

議案第９号 令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予
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算（第２号）

議案第 号 令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）

議案第 号 茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任の同

意を求めることについて

報告第１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴えの提

起）

報告第２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴訟上の

和解）

日程第８ 上程議案等に対する質疑

【議案第２号から議案第 号まで及び報告第１号から報告第２号まで】

日程第９ 一般質問

日程第 上程議案等に対する討論及び表決について

【議案第２号から議案第 号まで及び報告第１号から報告第２号まで】

日程第 議員提出議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の

保護に関する条例の制定について

【質疑、討論及び表決】

日程第 議員提出議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の

保護に関する条例施行規程の制定について

【質疑、討論及び表決】

日程第 議員提出議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一

部を改正する規則の制定について

【質疑、討論及び表決】

日程第 茨城県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員及び同補充員の選挙につい

て

日程第 閉会中所管事務調査について

閉会宣告
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午後２時 

開会宣告 

 

○議長（須田浩和君） 定刻となりましたので、会議を始めます。 

  ただいまの出席議員数は32名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより令和５年第１回茨城県後期高齢者医療広域

連合議会定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  

   諸般の報告 

 

○議長（須田浩和君） この際、諸般の報告をいたします。 

  本日の議事日程につきましては、お手元に配付してありますとおりですので、御了

承願います。 

  地方自治法第121条第１項の規定により、説明のため、本定例会の会議に出席を求め

た者の職、氏名は、お手元に配付してあります説明員出席者のとおりでありますので、

御了承願います。 

  次に、議員の異動について御報告申し上げます。 

  桜川市議会選出の仁平実議員、坂東市議会選出の張替秀吉議員、稲敷市議会選出の

松戸千秋議員、笠間市議会選出の安見貴志議員、かすみがうら市議会選出の田谷文子

議員が選出元市町村において任期満了となりました。 

  これによって、各選出元市町村において広域連合議会議員補欠選挙が執り行われ、

令和４年９月29日に桜川市議会の市村香議員、同年12月22日に坂東市議会の風見好文

議員、同日に稲敷市議会の根本光治議員、同月27日に笠間市議会の田村泰之議員、令

和５年２月７日にかすみがうら市議会の櫻井健一議員が当選されましたことを御報

告いたします。 

  14時00分、12番滝議員が出席をいたしましたので御報告申し上げます。同じく14時

00分、39番平岡議員が出席いたしましたので、御報告申し上げます。 

  それでは、当選されました方々から御挨拶をいただきます。 

  初めに、市村香議員から御挨拶をお願いいたします。 

○２７番（市村香君） 桜川市議会選出の市村でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

算（第２号）

議案第 号 令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）

議案第 号 茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任の同

意を求めることについて

報告第１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴えの提

起）

報告第２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴訟上の

和解）

日程第８ 上程議案等に対する質疑

【議案第２号から議案第 号まで及び報告第１号から報告第２号まで】

日程第９ 一般質問

日程第 上程議案等に対する討論及び表決について

【議案第２号から議案第 号まで及び報告第１号から報告第２号まで】

日程第 議員提出議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の

保護に関する条例の制定について

【質疑、討論及び表決】

日程第 議員提出議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の

保護に関する条例施行規程の制定について

【質疑、討論及び表決】

日程第 議員提出議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一

部を改正する規則の制定について

【質疑、討論及び表決】

日程第 茨城県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員及び同補充員の選挙につい

て

日程第 閉会中所管事務調査について

閉会宣告
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○議長（須田浩和君） ありがとうございました。 

  続きまして、根本光治議員から御挨拶を願います。 

○２５番（根本光治君） 稲敷市選出の根本光治でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（須田浩和君） ありがとうございました。 

  続きまして、田村泰之議員から御挨拶を願います。 

○１３番（田村泰之君） 笠間市議会議員選出の田村泰之でございます。よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（須田浩和君） ありがとうございました。 

  なお、風見好文議員、櫻井健一議員は本日欠席となっております。 

 

   日程第１ 議席の指定について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第１、議席の指定を行います。 

  このたび当選されました議員の議席を、会議規則第４条第１項の規定により、ただ

いま着席のとおりに指定いたします。よろしくお願いいたします。 

 

   日程第２ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、28番山本実議員、32番荒川一秀

議員、以上２名を指名いたします。 

 

 

   日程第３ 会期の決定について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたし

ました。 

 

   広域連合長の挨拶 

 

○議長（須田浩和君） この際、広域連合長から発言を求められておりますので、これ

を許可します。 

  広域連合長豊田稔君。 

 

〔広域連合長 豊田稔君 登壇〕 

 

○広域連合長（豊田稔君） 令和５年第１回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会

の開会に当たり、一言御挨拶を申し述べます。 

  議員の皆様方におかれましては、大変御多用中のところ御出席をいただき、誠にあ

りがとうございます。また、日頃から後期高齢者医療制度の円滑な運営に御協力をい

ただき、厚く御礼を申し上げます。 

  さて、少子高齢化が急速に進展をし、今後も医療費の増大が見込まれる中、昨年10

月から、一定以上の所得がある被保険者を対象に、医療費の窓口での２割負担の導入

が始まりました。 

  これまで大きな混乱もなく円滑にスタートできましたことは、議員各位をはじめ、

各市町村及び関係団体の皆様の御理解と御協力の賜物と、心より感謝を申し上げます。 

  その後、国においては、全ての団塊世代が75歳以上の高齢者となる2025年を見据え、

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、現役世代の負担上昇の抑制

を図りつつ、負担能力に応じて全ての世代で増加する医療費を公平に支え合う仕組み

を盛り込んだ健康保険法等の改正案が閣議決定をされ、今国会へ提出されたところで

ございます。 

  当広域連合といたしましては、今後も国の動向を注視しますとともに、医療費の伸

びが過大にならないよう、医療費適正化対策に力を入れるなど、被保険者の方々が安

心して医療を受けられるよう、44市町村及び関係機関と連携を密にし、引き続き円滑

な制度運営に取り組んでまいります。 

  本日は、副広域連合長の選任、各条例の制定や改正、令和５年度当初予算案及び令

○議長（須田浩和君） ありがとうございました。 

  続きまして、根本光治議員から御挨拶を願います。 

○２５番（根本光治君） 稲敷市選出の根本光治でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（須田浩和君） ありがとうございました。 

  続きまして、田村泰之議員から御挨拶を願います。 

○１３番（田村泰之君） 笠間市議会議員選出の田村泰之でございます。よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（須田浩和君） ありがとうございました。 

  なお、風見好文議員、櫻井健一議員は本日欠席となっております。 

 

   日程第１ 議席の指定について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第１、議席の指定を行います。 

  このたび当選されました議員の議席を、会議規則第４条第１項の規定により、ただ

いま着席のとおりに指定いたします。よろしくお願いいたします。 

 

   日程第２ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、28番山本実議員、32番荒川一秀

議員、以上２名を指名いたします。 

 

 

   日程第３ 会期の決定について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 
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和４年度補正予算案など、13件の案件について御審議をいただくことになっておりま

すので、何とぞよろしくお願いを申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（須田浩和君） ありがとうございました。 

 

 

日程第４ 議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の

同意を求めることについて 

 

○議長（須田浩和君） 日程第４、議案第１号について、提出者から提案理由の説明を

求めます。 

  広域連合長豊田稔君。 

 

〔広域連合長 豊田稔君 登壇〕 

 

○広域連合長（豊田稔君） それでは、提案理由の説明を申し述べます。 

  議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意を求めるこ

とにつきましては、本年２月21日をもって副広域連合長でありました染谷森雄氏が任

期満了となりましたが、引き続き同氏を選任したいと存じます。 

  染谷氏は平成19年から五霞町長を務められ、茨城県町村会会長などの要職を歴任さ

れるなど、副広域連合長として最適任者であります。 

  以上で提案理由の説明を終わります。議員各位におかれましては、御審議の上、御

賛同を賜りますよう、衷心よりお願いを申し上げるものであります。 

○議長（須田浩和君） 14時05分、19番田崎議員が出席いたしましたので御報告申し上

げます。 

  14時05分、34番坂本議員が出席いたしましたので御報告申し上げます。 

  以上で提案理由の説明を終わりました。 

 

   日程第５ 上程議案に対する質疑 

 

○議長（須田浩和君） 日程第５、上程議案に対する質疑を行います。 

  ただいまのところ通告はありません。 
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  これで上程議案に対する質疑を終結させていただきます。 

 

   日程第６ 上程議案に対する討論及び表決について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第６、上程議案に対する討論及び表決を議題といたします。 

  これより討論に入りますが、ただいまのところ通告はありません。 

  これで討論を終結いたします。 

  これより議案第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第１号は、原案のとおり同意することに賛成する方の起立を求めます。挙手で

も結構であります。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、議案第１号は原案のとおり同意

することに決しました。 

  ただいま同意されました染谷森雄副広域連合長を、地方自治法第121条第１項の規

定により説明員として出席を求めますので、御了承願います。 

  暫時休憩いたします。そのままお待ちください。 

午後２時12分休憩 

 

午後２時14分再開 

○議長（須田浩和君） それでは再開いたします。 

  この際、副広域連合長から挨拶を行いたい旨の申出がございますので、これを許し

ます。 

  副広域連合長染谷森雄君。 

 

〔副広域連合長 染谷森雄君 登壇〕 

 

○副広域連合長（染谷森雄君） では皆様、改めまして、こんにちは。 

  ただいま御紹介をいただきました五霞町の町長を務めております染谷でございます。

私は令和３年の２月にこの広域連合の副広域連合長に就任させていただきました。

和４年度補正予算案など、13件の案件について御審議をいただくことになっておりま

すので、何とぞよろしくお願いを申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（須田浩和君） ありがとうございました。 

 

 

日程第４ 議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の

同意を求めることについて 

 

○議長（須田浩和君） 日程第４、議案第１号について、提出者から提案理由の説明を

求めます。 

  広域連合長豊田稔君。 

 

〔広域連合長 豊田稔君 登壇〕 

 

○広域連合長（豊田稔君） それでは、提案理由の説明を申し述べます。 

  議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意を求めるこ

とにつきましては、本年２月21日をもって副広域連合長でありました染谷森雄氏が任

期満了となりましたが、引き続き同氏を選任したいと存じます。 

  染谷氏は平成19年から五霞町長を務められ、茨城県町村会会長などの要職を歴任さ

れるなど、副広域連合長として最適任者であります。 

  以上で提案理由の説明を終わります。議員各位におかれましては、御審議の上、御

賛同を賜りますよう、衷心よりお願いを申し上げるものであります。 

○議長（須田浩和君） 14時05分、19番田崎議員が出席いたしましたので御報告申し上

げます。 

  14時05分、34番坂本議員が出席いたしましたので御報告申し上げます。 

  以上で提案理由の説明を終わりました。 

 

   日程第５ 上程議案に対する質疑 

 

○議長（須田浩和君） 日程第５、上程議案に対する質疑を行います。 

  ただいまのところ通告はありません。 
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早いものでもう２年が経過して、任期満了ということになりまして、そして、ただ 

いま皆様方の御同意をいただいたということで、再任という形になりました。大変光

栄に存じますし、微力でございますが頑張らせていただきたいと思います。 

  そういう中で、私も後期高齢者になりました。2022年から25年のこの団塊の世代が

後期高齢になるということで、大変多くの高齢者が今度は増えるわけですが、そうい

う中にあって、昨年10月からは窓口負担の見直しと、いろいろ改正が行われました。 

  今後、色々な課題がこの広域連合では多くあろうかと思いますが、広域連合長を助

けながら、県民が平等に、また年を取っても安心して医療にかかれるような広域連合

の運営に対しまして、頑張らせていただきたいと思いますので、どうか議員の皆様方

の御理解、御協力も今後よろしくお願い申し上げまして、大変簡単ですが、就任の御

挨拶とさせていただきます。 

  本日は誠にありがとうございました。 

   

 

日程第７ 議案第２号  茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行

条例の制定について 

議案第３号  茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会

条例の制定について 

議案第４号  茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関す

る条例の制定について 

議案第５号  茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第６号  茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７号  令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計

予算 

議案第８号  令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計予算 

議案第９号  令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第２号） 

議案第10号   令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高 

齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第11号  茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選 
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任の同意を求めることについて 

報告第１号  専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴

えの提起） 

報告第２号  専決処分の報告及び承認を求めることについて（訴

訟上の和解） 

 

○議長（須田浩和君） 次に、日程第７、議案第２号から議案第11号まで並びに報告第

１号及び報告第２号、以上12件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２号から議案第11号ま

で並びに報告第１号及び報告第２号、以上12件を一括議題とすることに決しました。 

  それでは、ただいまの12件について提出者から提案理由の説明を求めます。 

  広域連合長豊田稔君。 

 

〔広域連合長 豊田稔君 登壇〕 

 

○広域連合長（豊田稔君） それでは、引き続き提案理由の説明を申し述べます。 

  議案第２号 個人情報保護法施行条例の制定につきましては、個人情報保護法が改

正となり、令和５年４月１日から改正法の規定が直接適用となるため、法の施行に関

し、必要な事項を規定するものでございます。 

  議案第３号 個人情報保護審査会条例の制定につきましては、保有個人情報の開示

請求に関して審査請求が行われた場合に、広域連合からの諮問に応じて審査請求の内

容を調査審議するための機関の設置など必要な事項を規定するものでございます。 

  議案第４号 職員の定年等に関する条例の制定につきましては、地方公務員の定年

が段階的に引き上げられることに伴い、今後60歳を超える職員が広域連合に対して派

遣された場合などに対応するため、必要な事項を規定するものでございます。 

  議案第５号 情報公開条例の改正につきましては、行政情報の公開義務及び公開請

求の手続などについて、改正個人情報保護法との整合性を図ることなどを目的に、所

要の改正を行うものでございます。 

  議案第６号 後期高齢者医療に関する条例の改正につきましては、保険料の軽減措

早いものでもう２年が経過して、任期満了ということになりまして、そして、ただ 

いま皆様方の御同意をいただいたということで、再任という形になりました。大変光

栄に存じますし、微力でございますが頑張らせていただきたいと思います。 

  そういう中で、私も後期高齢者になりました。2022年から25年のこの団塊の世代が

後期高齢になるということで、大変多くの高齢者が今度は増えるわけですが、そうい

う中にあって、昨年10月からは窓口負担の見直しと、いろいろ改正が行われました。 

  今後、色々な課題がこの広域連合では多くあろうかと思いますが、広域連合長を助

けながら、県民が平等に、また年を取っても安心して医療にかかれるような広域連合

の運営に対しまして、頑張らせていただきたいと思いますので、どうか議員の皆様方

の御理解、御協力も今後よろしくお願い申し上げまして、大変簡単ですが、就任の御

挨拶とさせていただきます。 

  本日は誠にありがとうございました。 

   

 

日程第７ 議案第２号  茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行

条例の制定について 

議案第３号  茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会

条例の制定について 

議案第４号  茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関す

る条例の制定について 

議案第５号  茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第６号  茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７号  令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計

予算 

議案第８号  令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計予算 

議案第９号  令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第２号） 

議案第10号   令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高 

齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第11号  茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選 
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置の対象となっている世帯が引き続き当該軽減措置の対象となるよう、所得判定基準

額の見直しを図るため、所要の改正を行うものでございます。 

  議案第７号 令和５年度一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ14億9,724万円とするものでございます。 

  議案第８号 令和５年度特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ3,774億4,321万6,000円とするものでございます。 

  議案第９号 令和４年度一般会計補正予算につきましては、歳入歳出それぞれの総

額から歳入歳出それぞれ4,471万3,000円を減額するものでございます。 

  議案第10号 令和４年度特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ１億1,448万円を減額するものでございます。 

  議案第11号 公平委員会委員の選任の同意を求めることにつきましては、令和５年

３月28日をもって公平委員会委員の任期が満了となるため、後任者の選任について同

意を求めるものでございます。 

  報告第１号及び第２号 専決処分の報告及び承認を求めることにつきましては、議

会招集の時間的余裕がなかったことから、地方自治法の規定に基づき、第三者行為に

よる損害賠償請求権に基づく訴えの提起をすること及び損害賠償請求訴訟の和解を

することについて、専決処分を行ったものでございます。 

  以上で提案理由の説明を終わります。御審議の上、原案に御賛同を賜りますよう、

衷心よりお願いを申し上げるものであります。 

○議長（須田浩和君） 以上で12件の提案理由の説明は終了いたしました。 

 

 

   日程第８ 上程議案等に対する質疑 

 

○議長（須田浩和君） 次に、日程第８、議案第２号から議案第11号まで並びに報告第

１号及び報告第２号、以上12件の上程議案等に対する質疑を行います。 

  あらかじめ発言通告がありました発言者に申し上げます。 

  発言者の発言時間は15分以内といたします。 

  それでは、質問を許します。 

  15番遠藤憲子君。 

 

〔15番 遠藤憲子君 登壇〕 
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○１５番（遠藤憲子君） 15番の遠藤憲子でございます。 

  通告しております議案質疑を行います。 

  初めに、議案第２号 後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の制定につ

いてです。 

  この議案は令和３年５月に個人情報の保護に関する法律が改正され、これまで地方

公共団体等が条例で定めていた個人情報保護制度について、全国共通ルールが適用さ

れることになり、令和５年４月から施行されます。法改正に伴って、新たに個人情報

に関する施行条例を制定し、現行の個人情報保護条例を廃止するものです。この条例

を廃止する目的は、匿名加工制度、オープンデータ化、そして、情報連携、オンライ

ンの結合を自治体に行わせようとするものです。 

  行政のデジタル化につきましては、2025年が期限の自治体情報システム標準化に向

けまして、その地ならしと言えるのが個人情報保護法のこの改定案です。全国の共通

ルールになることで、広域連合におけますメリット、デメリットについてお尋ねをい

たします。 

  続きまして、議案第８号 令和５年茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

の特別会計予算についてであります。 

  33ページ、歳入の部です。市町村の負担金約703億円の計上です。前年比では約29億

円が増加となっています。これは被保険者の保険料率、額とも令和４年度と同様でご

ざいますが、被保険者数の自然増、そしてまた、賦課限度額が令和４年から66万円に

なった、このことによるものなのか。具体的な内容についてお尋ねをいたします。 

  そして、歳出のほうです。44ページです。保険給付費で療養給付費、前年比で137億

円の増です。令和４年10月から年金収入200万以上の被保険者の窓口負担が１割から

２割になりましたが、影響と増加額の理由について、２割負担のうち配慮措置の状況

についてお尋ねをいたします。 

  そして、48ページ。保健事業費です。委託料で、保健事業の一体的実施にかかる委

託料につきまして、令和５年実施の予定は40自治体。これは資料請求で明らかですが、

全体では約５億4,758万円。事業内容、委託料につきましては、資料請求で明らかなの

ですが、この委託料の内容ですね。人口規模なのか、それから、内容等で基準はある

ものなのか、伺います。 

○議長（須田浩和君） ただいまの質疑に対して、執行部の答弁を求めます。 

  事務局長本谷忍君。 

 

〔事務局長 本谷忍君 登壇〕 

置の対象となっている世帯が引き続き当該軽減措置の対象となるよう、所得判定基準

額の見直しを図るため、所要の改正を行うものでございます。 

  議案第７号 令和５年度一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ14億9,724万円とするものでございます。 

  議案第８号 令和５年度特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ3,774億4,321万6,000円とするものでございます。 

  議案第９号 令和４年度一般会計補正予算につきましては、歳入歳出それぞれの総

額から歳入歳出それぞれ4,471万3,000円を減額するものでございます。 

  議案第10号 令和４年度特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ１億1,448万円を減額するものでございます。 

  議案第11号 公平委員会委員の選任の同意を求めることにつきましては、令和５年

３月28日をもって公平委員会委員の任期が満了となるため、後任者の選任について同

意を求めるものでございます。 

  報告第１号及び第２号 専決処分の報告及び承認を求めることにつきましては、議

会招集の時間的余裕がなかったことから、地方自治法の規定に基づき、第三者行為に

よる損害賠償請求権に基づく訴えの提起をすること及び損害賠償請求訴訟の和解を

することについて、専決処分を行ったものでございます。 

  以上で提案理由の説明を終わります。御審議の上、原案に御賛同を賜りますよう、

衷心よりお願いを申し上げるものであります。 

○議長（須田浩和君） 以上で12件の提案理由の説明は終了いたしました。 

 

 

   日程第８ 上程議案等に対する質疑 

 

○議長（須田浩和君） 次に、日程第８、議案第２号から議案第11号まで並びに報告第

１号及び報告第２号、以上12件の上程議案等に対する質疑を行います。 

  あらかじめ発言通告がありました発言者に申し上げます。 

  発言者の発言時間は15分以内といたします。 

  それでは、質問を許します。 

  15番遠藤憲子君。 

 

〔15番 遠藤憲子君 登壇〕 
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○事務局長（本谷忍君） 遠藤議員の議案質疑にお答えいたします。 

  初めに、茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の制定についてで

ございます。 

  個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和５年４月から、地方公共団体にも

改正法の規定が一律に適用されることとなります。本定例会に提案中の施行条例は、

その施行に必要な事項として手数料などを定めるものであります。 

  改正法の施行に伴い、今後は全国共通ルールの下で個人情報の保護に取り組むこと

になりますが、その狙いとしては、全国共通の個人情報の保護の確保及びデータ流通

の支障等の是正や、我が国の成長戦略への整合性の確保を図ることが背景にあるもの

と認識をしております。 

  情報通信技術の飛躍的な進展に伴い、行政機関が保有する情報を公益的な目的のた

めに利活用することが期待される一方、情報漏洩のリスクも懸念されますことから、

情報セキュリティ対策の強化が重要になってまいります。 

  このため、広域連合では情報セキュリティポリシーを定め、組織体制の確立や不正

な立入り等を規制する物理的セキュリティ対策の実施、職員に対する情報セキュリテ

ィ教育など、五つの柱の下、総合的なセキュリティ対策に取り組んでいるところでご

ざいます。 

  今後は、個人情報保護法の適用に際し、これまで条例に基づいて扱ってきた個人情

報保護の水準が後退したと受け止められることのないよう、職員に対して研修等を実

施し、個人情報保護制度の周知徹底を図るとともに、必要に応じて個人情報保護審査

会や国の助言も受けながら、被保険者の個人情報保護が適正かつ厳格に図れるよう、

しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、歳入予算のうち、市町村負担金についてでございます。 

  市町村負担金の内訳については、令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合予算書

の32乃至33ページ上段に記載のとおりであり、そのうち保険料負担金については、約

331億円を予算計上しております。 

  これは、令和４年度の当初予算額約317億円と比較して約14億円、率にして約４％の

増となります。 

  増加の主な要因ですが、いわゆる団塊の世代が75歳に到達し始めた中、被保険者数

について前年度から約４％増を想定し、約46万人と見込んだことによるものでござい

ます。 

  なお、賦課限度額につきましては、令和４年度より66万円に改定となっております
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ことから、令和５年度予算においてその影響は特に見込んではおりません。 

  次に、市町村負担金のうち、療養給付費負担金についてですが、令和５年度予算額

として約296億円を計上しております。これは前年度の当初予算額約284億円と比べ、

約12億円、４％の増となります。 

  予算編成におきましては、過去の保険給付実績に基づき、慎重に令和５年度給付額

を算出した上で、所定の負担割合を掛けて所要額を積算しております。 

  増加の主な要因につきましては、先ほど申し上げたのと同様、被保険者数の増加に

よるものとなっております。 

  次に、歳出予算のうち、療養給付費についてでございます。 

  令和５年度の療養給付費の当初予算額は約3,529億円であり、前年度と比べ約137億

円、率にして約４％の増となっております。増加の理由につきましては、先ほど申し

上げましたとおり、被保険者数の増加によるものでございます。 

  次に、令和４年10月１日からの窓口負担２割区分の導入による影響についてでござ

います。 

  ２割負担の導入に際しては、受診抑制を懸念するなど様々な御意見がございました

が、広域連合としましては、市町村と連携し、被保険者の目に見える形で分かりやす

い周知、広報に取り組むとともに、被保険者や御家族からの問合せ等には、その都度

丁寧に対応し、理解の促進に努めてまいりました。 

  また、急激な負担増を抑える配慮措置についても、制度に則り適正かつ円滑な実施

を図っているところでございます。 

  ２割負担の導入から間もなく５か月になりますが、これまで大きなトラブルはなく、

おおむね円滑な施行になったものと認識をしております。 

  次に、配慮措置の状況についてでございます。 

  同一の医療機関での受診については、上限額以上を窓口で支払わなくてよい、いわ

ゆる現物給付の扱いとなっており、それ以外の場合には１か月の負担増は3,000円ま

でに収まるよう差額の払込みを行っております。 

  その配慮措置の給付状況ですが、令和４年10月診療分に係る配慮措置のうち、先ほ

ど申し上げた差額の払込み分につきましては、本年１月に支給を行ったところであり、

誠に申し訳ございませんが、配慮措置の支給額等について申し上げることができる状

況にはございません。今後できる限り速やかに数値の精査を行ってまいりますので、

御理解のほどお願いを申し上げます。 

  最後に、保健事業の一体的実施に係る委託料についてでございます。 

  令和５年度の実施予定市町村数については、前年度より９市町村多い40市町村を見

 

○事務局長（本谷忍君） 遠藤議員の議案質疑にお答えいたします。 

  初めに、茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の制定についてで

ございます。 

  個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和５年４月から、地方公共団体にも

改正法の規定が一律に適用されることとなります。本定例会に提案中の施行条例は、

その施行に必要な事項として手数料などを定めるものであります。 

  改正法の施行に伴い、今後は全国共通ルールの下で個人情報の保護に取り組むこと

になりますが、その狙いとしては、全国共通の個人情報の保護の確保及びデータ流通

の支障等の是正や、我が国の成長戦略への整合性の確保を図ることが背景にあるもの

と認識をしております。 

  情報通信技術の飛躍的な進展に伴い、行政機関が保有する情報を公益的な目的のた

めに利活用することが期待される一方、情報漏洩のリスクも懸念されますことから、

情報セキュリティ対策の強化が重要になってまいります。 

  このため、広域連合では情報セキュリティポリシーを定め、組織体制の確立や不正

な立入り等を規制する物理的セキュリティ対策の実施、職員に対する情報セキュリテ

ィ教育など、五つの柱の下、総合的なセキュリティ対策に取り組んでいるところでご

ざいます。 

  今後は、個人情報保護法の適用に際し、これまで条例に基づいて扱ってきた個人情

報保護の水準が後退したと受け止められることのないよう、職員に対して研修等を実

施し、個人情報保護制度の周知徹底を図るとともに、必要に応じて個人情報保護審査

会や国の助言も受けながら、被保険者の個人情報保護が適正かつ厳格に図れるよう、

しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、歳入予算のうち、市町村負担金についてでございます。 

  市町村負担金の内訳については、令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合予算書

の32乃至33ページ上段に記載のとおりであり、そのうち保険料負担金については、約

331億円を予算計上しております。 

  これは、令和４年度の当初予算額約317億円と比較して約14億円、率にして約４％の

増となります。 

  増加の主な要因ですが、いわゆる団塊の世代が75歳に到達し始めた中、被保険者数

について前年度から約４％増を想定し、約46万人と見込んだことによるものでござい

ます。 

  なお、賦課限度額につきましては、令和４年度より66万円に改定となっております
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込んでおります。委託料につきましては、事業の企画調整など、中心的な役割を担う

医療専門職の人件費に加え、地域における保健指導や通いの場における啓発、相談等

を行う職員の人件費、活動諸費が対象となります。令和５年度当初予算の委託料にお

きましては、市町村が事業を進める上で委託料に不足等が生じないよう、要綱に基づ

く上限額で所要額を積算し、予算に計上しております。 

  次に、具体的な事業内容についてですが、市町村では地域の健康課題などを踏まえ、

令和５年度に向けて事業内容の検討を進めているところであり、現在把握していると

ころでは重複を含め、糖尿病性腎症の重症化予防に関わる相談、指導の取組が28市町

村、生活習慣病の重症化予防に関わる相談、指導の取組が21市町村、健康状態が不明

な高齢者の状態を把握し、必要なサービスに接続する取組が21市町村などとなってお

ります。 

  今後、新年度の実施体制等を踏まえた上で、取組の詳細を決定していくことになり

ますが、実施予定市町村と連携しながら、丁寧に協議を進めていきたいと考えており

ます。 

  広域連合としましては、令和６年度までに県内全ての市町村で一体的事業が実施で

きるよう、引き続き積極的に取り組んでまいります。 

○議長（須田浩和君） 14時13分、11番坪和議員が出席をいたしましたので御報告申し

上げます。 

  ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

  15番遠藤憲子君。 

  なお、発言の残り時間は11分28秒であります。 

 

〔15番 遠藤憲子君 登壇〕 

 

○１５番（遠藤憲子君） 個人情報のことについて再質問したいと思います。 

  新たに全国でこの共通ルールを設定した上で、法の範囲で独自の保護措置について

は最小限で許容するということになっているようです。しかし、集積されました個人

情報やデータを企業等が利活用しやすい仕組み、これにすることが優先されていると

いいます。 

  自治体の情報システム標準化、この対象となっている、この広域連合でもそうなの

ですが、基幹システム。この業務のほとんどが自治事務です。各自治事務の処理方法

にも今回義務づけを課して、枠づけをするということは地方自治の侵害に当たるので

はないかというふうに考えます。 
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  一元化することで個人情報の範囲を狭くし、閲覧履歴など、このような端末情報な

どが保護されなくなる恐れがあります。民間部門に合わせまして公的部門の範囲を狭

めていくことは、個人情報保護のこの姿勢を後退させるもので、プライバシーの侵害

や個人情報の漏洩など、国民生活に影響などが心配されているところです。 

  先ほど御答弁いただいたのですが、セキュリティ対策、それと職員の方の研修とい

うことですが、セキュリティ対策につきましては、多分こういうのは委託ということ

になると、やっぱりそこにも配慮が必要になるのではないかと思われますが、その点

についてもう少し詳しく、また、職員の研修というのもどういうようなことを想定さ

れているのか伺いたいと思います。 

  今後、データを利活用できるように加工する、匿名加工がされるということですが、

このことにつきましても外務委託も可能ということなので、加工前の個人情報が外部

に渡ることになり、外部に渡った情報が漏洩すれば、行政への信頼を失いかねない。 

 このような大きな問題も抱えておりますので、その辺について再度伺います。 

  それと、療養給付費のところで、確かに団塊の世代、そして被保険者が約４％増に

伴って給付費等も増えているということは理解できるのですが、この配慮措置ですね。

3,000円までのこういった部分につきましては、後ほど還元されるということは理解

できるのですが、昨年の10月から行われておりまして、１月にその支給がされたとい

うことですが、この辺の把握というのは広域連合では、各市町村との連絡もあるとは

思うのですが、この辺の遅れというのはどういうふうに考えているのか。その点を伺

いたいと思います。 

  それと、保健事業費のほうで、重症化予防とか生活環境とか、いろいろな取組をさ

れている自治体が今度は40自治体ということですけど、この自治体独自でやはり人件

費、人の手配、いろいろと大変だということも聞いておりますが、その辺の広域連合

からの色々とアドバイスがあったのかどうか、それともこれはあくまでも自治体にお

任せして、その事業をやっていく内容なのか。その辺を伺いたいと思います。 

○議長（須田浩和君） ただいまの質疑に対して、執行部の答弁を求めます。 

  事務局長本谷忍君。 

 

〔事務局長 本谷忍君 登壇〕 

 

○事務局長（本谷忍君） 遠藤議員の再質問にお答えいたします。 

  まず、個人情報保護法の関係でございます。 

  いろいろと御懸念の点についてお話いただきましたが、個人情報保護法の改正につ

込んでおります。委託料につきましては、事業の企画調整など、中心的な役割を担う

医療専門職の人件費に加え、地域における保健指導や通いの場における啓発、相談等

を行う職員の人件費、活動諸費が対象となります。令和５年度当初予算の委託料にお

きましては、市町村が事業を進める上で委託料に不足等が生じないよう、要綱に基づ

く上限額で所要額を積算し、予算に計上しております。 

  次に、具体的な事業内容についてですが、市町村では地域の健康課題などを踏まえ、

令和５年度に向けて事業内容の検討を進めているところであり、現在把握していると

ころでは重複を含め、糖尿病性腎症の重症化予防に関わる相談、指導の取組が28市町

村、生活習慣病の重症化予防に関わる相談、指導の取組が21市町村、健康状態が不明

な高齢者の状態を把握し、必要なサービスに接続する取組が21市町村などとなってお

ります。 

  今後、新年度の実施体制等を踏まえた上で、取組の詳細を決定していくことになり

ますが、実施予定市町村と連携しながら、丁寧に協議を進めていきたいと考えており

ます。 

  広域連合としましては、令和６年度までに県内全ての市町村で一体的事業が実施で

きるよう、引き続き積極的に取り組んでまいります。 

○議長（須田浩和君） 14時13分、11番坪和議員が出席をいたしましたので御報告申し

上げます。 

  ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

  15番遠藤憲子君。 

  なお、発言の残り時間は11分28秒であります。 

 

〔15番 遠藤憲子君 登壇〕 

 

○１５番（遠藤憲子君） 個人情報のことについて再質問したいと思います。 

  新たに全国でこの共通ルールを設定した上で、法の範囲で独自の保護措置について

は最小限で許容するということになっているようです。しかし、集積されました個人

情報やデータを企業等が利活用しやすい仕組み、これにすることが優先されていると

いいます。 

  自治体の情報システム標準化、この対象となっている、この広域連合でもそうなの

ですが、基幹システム。この業務のほとんどが自治事務です。各自治事務の処理方法

にも今回義務づけを課して、枠づけをするということは地方自治の侵害に当たるので

はないかというふうに考えます。 
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きましては、これまで国や地方公共団体、それから民間事業者によって、それぞれ別

の法体系が適用されてきたものを、今後は全国的な共通ルールとして一元化する、そ

ういう目的のものでございまして、国会で慎重審議の上、成立した法律でございます

ので、我々としては必要な改正であったものと認識をいたしております。 

  改正法とこれまでの個人情報保護条例について、差がどうなのかというところでご

ざいますけれども、内容をよく見てみますと、多少規定の仕方が異なるところはござ

いますが、基本的には、改正法において条例と同じ水準の個人情報の保護を図ること

ができるような規定になっていると考えております。 

  それから、委託業者に対する情報漏洩対策についてもお話があったかと思います。

委託業務の発注に際しましては、入札参加要件としまして、プライバシー保護に関す

るISO認証の取得ですとか、プライバシーマークの取得を要件に加えております。 

  また、契約書において個人情報の取扱いに関し、目的外使用や第三者への提供、そ

れから複写の禁止などの特記事項を盛り込んでおります。これらによって、委託業者

における情報漏洩対策に取り組んでいるところでございます。 

  それから、職員に対するセキュリティ教育についてでございますけれども、これは

これまでも専門業者に委託をしまして、私も含めて事務局の職員全員にセキュリティ

教育、研修を実施しております。今後は改正法の趣旨などもよく取り入れながら、セ

キュリティ教育の充実を図って参りたいというふうに考えております。 

  それから、匿名加工情報についてのお話もあったかと思います。匿名加工情報につ

きましては、行政機関が保有する情報を特定の個人を識別できないように加工し、か

つ当該個人情報を復元できないようにした情報となっております。提案募集制度につ

いては、広域連合を含めまして、現在のところ、都道府県及び政令指定都市を除いた

地方自治体への適用は任意という扱いになっておりまして、当広域連合ではその匿名

加工情報について現在募集を予定しているものはございません。ただ、今後そういっ

たものが出てきた場合には、法令で定められた審査基準、情報の加工基準への適合を

きちんと審査をして情報漏洩がないように、また、個人が特定されることのないよう

にしっかりと取り組んで参りたいと考えております。 

  それから、保健事業の一体的実施に関して、人材不足等に対する対応ということで

お話をいただいたかと思います。保健師の不足につきましては、新型コロナウイルス

感染症への対応などもありまして、どこの市町村でも苦慮をしている状況であるとい

うふうに認識をいたしております。 

  本事業では、事業の企画立案に重要な役割を担います医療専門職の人件費を含めま

して、我々のほうから委託費を交付いたしまして、市町村の財政負担を抑えながら、
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それぞれの市町村の事情を踏まえつつ、協力をお願いしているところでございます。 

  また、国に対しては地域の実情に応じて柔軟に事業を運用できるようにということ

でこれまでも要望してきたところでございまして、医療専門職の採択要件について、

徐々に緩和も図られてきております。 

  我々としましては、今後とも市町村の意見を丁寧にお聞きしながら、きめ細かく対

応して参りたいと考えております。 

○議長（須田浩和君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

  15番遠藤憲子君。 

  発言の残り時間は７分21秒です。 

 

〔15番 遠藤憲子君 登壇〕 

 

○１５番（遠藤憲子君） 一番先に質問しました広域連合の個人情報の保護の、広域連

合におけるメリット、デメリットについて明確なお答えがなかったように思うのです

が、この辺を再度伺いたいと思います。 

  それと、先ほど質問しました２割負担のうちの配慮措置ですね。これが昨年の10月

から始まって１月に支給が行われたということですが、この辺の把握です。なぜ遅く

なったのか。今後のことについて、先ほど質問したような気がするのですが、ここら

辺の答弁がないというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（須田浩和君） ただいまの質疑に対して、執行部の答弁を求めます。 

  事務局長本谷忍君。 

 

〔事務局長 本谷忍君 登壇〕 

 

○事務局長（本谷忍君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  個人情報保護法の改正に係るメリット、デメリットでございますけれども、メリッ

トにつきましては、プライバシーの保護との両立を図りながら、行政機関が保有する

個人情報を公益的な目的のために活用する。そして、そのことによって社会的な諸課

題の解決に寄与することが期待できる。また、我が国の成長戦略との整合性について

もそこで図られていくということがメリットではないかと考えております。 

  デメリットでございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、情報漏洩のリ

スクがあるということがデメリットではないかと思っております。これにつきまして、

リスクというのは決してゼロにはなりませんので、それを日々の行動に落とし込んで

きましては、これまで国や地方公共団体、それから民間事業者によって、それぞれ別

の法体系が適用されてきたものを、今後は全国的な共通ルールとして一元化する、そ

ういう目的のものでございまして、国会で慎重審議の上、成立した法律でございます

ので、我々としては必要な改正であったものと認識をいたしております。 

  改正法とこれまでの個人情報保護条例について、差がどうなのかというところでご

ざいますけれども、内容をよく見てみますと、多少規定の仕方が異なるところはござ

いますが、基本的には、改正法において条例と同じ水準の個人情報の保護を図ること

ができるような規定になっていると考えております。 

  それから、委託業者に対する情報漏洩対策についてもお話があったかと思います。

委託業務の発注に際しましては、入札参加要件としまして、プライバシー保護に関す

るISO認証の取得ですとか、プライバシーマークの取得を要件に加えております。 

  また、契約書において個人情報の取扱いに関し、目的外使用や第三者への提供、そ

れから複写の禁止などの特記事項を盛り込んでおります。これらによって、委託業者

における情報漏洩対策に取り組んでいるところでございます。 

  それから、職員に対するセキュリティ教育についてでございますけれども、これは

これまでも専門業者に委託をしまして、私も含めて事務局の職員全員にセキュリティ

教育、研修を実施しております。今後は改正法の趣旨などもよく取り入れながら、セ

キュリティ教育の充実を図って参りたいというふうに考えております。 

  それから、匿名加工情報についてのお話もあったかと思います。匿名加工情報につ

きましては、行政機関が保有する情報を特定の個人を識別できないように加工し、か

つ当該個人情報を復元できないようにした情報となっております。提案募集制度につ

いては、広域連合を含めまして、現在のところ、都道府県及び政令指定都市を除いた

地方自治体への適用は任意という扱いになっておりまして、当広域連合ではその匿名

加工情報について現在募集を予定しているものはございません。ただ、今後そういっ

たものが出てきた場合には、法令で定められた審査基準、情報の加工基準への適合を

きちんと審査をして情報漏洩がないように、また、個人が特定されることのないよう

にしっかりと取り組んで参りたいと考えております。 

  それから、保健事業の一体的実施に関して、人材不足等に対する対応ということで

お話をいただいたかと思います。保健師の不足につきましては、新型コロナウイルス

感染症への対応などもありまして、どこの市町村でも苦慮をしている状況であるとい

うふうに認識をいたしております。 

  本事業では、事業の企画立案に重要な役割を担います医療専門職の人件費を含めま

して、我々のほうから委託費を交付いたしまして、市町村の財政負担を抑えながら、

- 21 -



いく、その継続によってリスクを下げていく、そういうコントロールが重要ではない

かと考えております。 

  次に、配慮措置の支給についてでございますけれども、医療機関におきましては現

物給付ということで、窓口で月3,000円以上の増額が伴わないような形で清算をされ

ているところでございます。医療機関からはレセプトを月ごとにまとめて、その翌月

に請求が出されてまいります。それが国保連のほうで審査、支払いが行われ、広域連

合のほうに書類が回ってくるという流れになっております。国の資料におきましても

約４か月をめどに支払いを行うとなっているところでございます。 

  したがいまして、10月診療分につきましては１月に支払いを行ったという状況でご

ざいます。 

○議長（須田浩和君） 以上で、上程議案等に対する質疑を終結いたします。 

 

 

   日程第９ 一般質問 

 

○議長（須田浩和君） 次に、日程第９、一般質問を行います。 

  それでは、質問を許します。 

  33番川澄敬子君。 

 

〔33番 川澄敬子君 登壇〕 

 

○３３番（川澄敬子君） 33番、茨城町選出の川澄敬子です。 

  コロナ禍が長引き、物価が高騰する中で、高齢者の生活はますます厳しくなってい

ます。令和３年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告によると、所得額階層別

の構成割合は、所得なしが全国46.87％、茨城県が49.10％となっており、高齢者の半

数が所得がない状態で、しかも茨城県は全国平均よりも多くなっています。 

  さらに、昨年10月から、75歳以上の医療費窓口負担が一部、１割から２割に２倍と

されました。全国保険医団体連合会ではアンケートを実施し、過去半年以内の受診、

生活状況などを質問し、その結果、患者の深刻な実態が明らかになりました。「経済

的理由で受診を控えたことがある」との回答が16.7％、「検査、薬、治療を減らすよ

う頼んだ」との回答が９％、「生活費を削って受診している」との回答は12％、「蓄

えを切り崩している」との回答は29％に上りました。受診を控えているなどの現状に、

保団連は「重症化し、命に関わる」、「高齢者は受診せざるを得ない病気を抱えてお
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り、貯金や生活を切り詰めて受診している」と警鐘を鳴らしています。75歳以上の医

療費窓口負担を１割に戻してほしい、これが多くの高齢者の声です。 

  また、報道によると、政府は負担能力に応じて支え合う全世代型社会保障構築に向

けた健康保険法などの改正案を閣議決定し、国会に提出しました。その中では、75歳

以上の後期高齢者のうち、比較的所得の高い人の医療保険料を2024年から25年度に段

階的に引き上げるとしています。保険料の引き上げは年収153万円超が対象で、後期高

齢者全体の約４割に当たります。今でさえ、年金から天引きされる保険料に、年金が

減ってしまう、生活が厳しいなどの声があるのに、さらに保険料を引き上げる。比較

的所得の高い人と言いますが、基準が引き下げられる可能性もあります。 

  また、４月から50万円に増額する出産育児一時金の財源について、24年度から75歳

以上の保険料で一部負担すると決められました。なぜ出産育児への支援を高齢者の負

担にするのか非常に疑問です。 

  こうした状況を踏まえると、茨城県独自の減免制度が必要ではないでしょうか。今

回、低所得者の保険料を軽減するための基準がわずか5,000円引き上げられますが、不

十分です。 

  そこで、均等割額が５割軽減される人は何人、何％か。２割軽減される人は何人で

何％か。 

  茨城県独自の減免制度を作るべきと考えますが、これについて答弁を求めます。 

○議長（須田浩和君） それでは、ただいまの一般質問に対する執行部の答弁を求めま

す。 

  事務局長本谷忍君。 

 

〔事務局長 本谷忍君 登壇〕 

 

○事務局長（本谷忍君） 川澄議員の一般質問にお答えいたします。 

  初めに、保険料軽減の人数についてでございます。 

  今回の条例改正につきましては、本年１月、国において、低所得者の保険料軽減に

係る所得判定基準を定める政令が公布されたことから、政令の基準に従い、関係条例

の改正を行うものでございます。 

  御質問のありました軽減措置の対象について、令和４年度の本算定時における被保

険者数と所得額を用いて試算した結果、５割軽減の対象者数は約４万8,000人で、被保

険者全体の約11％、２割軽減の対象者数が約５万人で、被保険者全体の約11％となっ

ております。 

いく、その継続によってリスクを下げていく、そういうコントロールが重要ではない

かと考えております。 

  次に、配慮措置の支給についてでございますけれども、医療機関におきましては現

物給付ということで、窓口で月3,000円以上の増額が伴わないような形で清算をされ

ているところでございます。医療機関からはレセプトを月ごとにまとめて、その翌月

に請求が出されてまいります。それが国保連のほうで審査、支払いが行われ、広域連

合のほうに書類が回ってくるという流れになっております。国の資料におきましても

約４か月をめどに支払いを行うとなっているところでございます。 

  したがいまして、10月診療分につきましては１月に支払いを行ったという状況でご

ざいます。 

○議長（須田浩和君） 以上で、上程議案等に対する質疑を終結いたします。 

 

 

   日程第９ 一般質問 

 

○議長（須田浩和君） 次に、日程第９、一般質問を行います。 

  それでは、質問を許します。 

  33番川澄敬子君。 

 

〔33番 川澄敬子君 登壇〕 

 

○３３番（川澄敬子君） 33番、茨城町選出の川澄敬子です。 

  コロナ禍が長引き、物価が高騰する中で、高齢者の生活はますます厳しくなってい

ます。令和３年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告によると、所得額階層別

の構成割合は、所得なしが全国46.87％、茨城県が49.10％となっており、高齢者の半

数が所得がない状態で、しかも茨城県は全国平均よりも多くなっています。 

  さらに、昨年10月から、75歳以上の医療費窓口負担が一部、１割から２割に２倍と

されました。全国保険医団体連合会ではアンケートを実施し、過去半年以内の受診、

生活状況などを質問し、その結果、患者の深刻な実態が明らかになりました。「経済

的理由で受診を控えたことがある」との回答が16.7％、「検査、薬、治療を減らすよ

う頼んだ」との回答が９％、「生活費を削って受診している」との回答は12％、「蓄

えを切り崩している」との回答は29％に上りました。受診を控えているなどの現状に、

保団連は「重症化し、命に関わる」、「高齢者は受診せざるを得ない病気を抱えてお
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  次に、広域連合独自の減免制度についてでございます。 

  後期高齢者医療制度におきましては、世帯の所得に応じ、最大で均等割額の７割を

軽減する措置が講じられており、所得の低い世帯の方ほど保険料がより軽減される仕

組みとなっているほか、災害や失業など、特別の事由により被保険者の負担能力に著

しい変化が生じた場合に配慮するため、保険料等の減免制度が設けられております。 

  議員から、当広域連合独自の減免制度を作るべきとの御意見を頂きましたが、後期

高齢者医療は制度上、公費と現役世代からの支援金、保険料で運営されており、広域

連合として一般財源を持ち合わせていないことは、大きな課題であると認識しており

ます。 

  また、負担の公平性や財政の安定化、他の医療保険との整合性等を確保することも

必要であり、その上で制度全体の安定運営を図っていくことが重要であると考えてお

ります。 

  当広域連合としては、現在のところ独自の減免措置を設けることは考えておりませ

んが、今後、各広域連合の動向や国民健康保険制度における取扱い状況などを慎重に

見守って参りたいと考えております。 

○議長（須田浩和君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

  以上で一般質問を終了といたします。 

 

 

   日程第10 上程議案等に対する討論及び表決について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第10、議案第２号から議案第11号まで並びに報告第１号及

び報告第２号、以上12件の上程議案等に対する討論及び表決を行います。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、これを許します。 

  15番遠藤憲子君。 

 

〔15番 遠藤憲子君 登壇〕 

 

○１５番（遠藤憲子君） 議案第２号、第３号、第５号、第８号に対する反対討論を行

います。第３号、第５号は第２号と関連するものなので、そのことも申し添えます。 

  個人情報保護法施行条例については、質疑でも述べましたが、地方公共団体が個々

に持つ既存の条例を廃止し、全国共通のルールで一元化するのは、地方自治の根幹を
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揺るがすものです。国、自治体が保有する個人情報は、公権力を駆使して取得、申請、

届出に伴い、義務として提出されたもので、企業が保有する顧客情報とは比べものに

ならない多岐にわたる膨大な情報量です。 

  このデータを活用するために、国は行政のデジタル化は必要といい、そのため、各

自治体においてデータ外部提供の仕組みである匿名加工情報制度の導入が進められ

ております。法制度一元化のため、今回の議案として提出をされました。 

  しかし、国民生活の影響として指摘をされているのが、プライバシー侵害の拡大、

個人情報漏洩、住民サービスの後退、マイナンバー制度の拡大、官民癒着の拡大など

です。 

  このことにより、個人情報保護法、議案として出ています議案第２号に反対をする

ものです。 

  議案第８号 令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計に

ついては、被保険者数は団塊世代が順次後期高齢者になり、前年比４％の増。予算規

模も前年比に比べて4.3％増で編成をされております。資料請求でも明らかなように、

所得階層別では、所得なしが49.7％、所得ありが50.13％と、前年比でも多少所得なし

からありに変化が出ています。このことは、保険料にも大きく影響をしていると思い

ます。 

  また、賦課限度額の引き上げが令和２年には64万円、令和４年には66万円などと、

被保険者に負担を強いることが続いております。 

  さらに、今後の課題として、全世代で負担をする保険法案の閣議決定など、出産育

児一時金に後期高齢者医療から７％ほどの拠出が行われ、ますます保険料の負担増が

予想されます。 

  物価高騰もあり、高齢者の生活を圧迫することからも、年齢で差別するだけでなく、

高い保険料や窓口の一部負担など、これ以上の負担を強いるべきではないと考え、反

対をするものです。 

  議員各位の御賛同をお願いいたし、反対討論といたします。 

○議長（須田浩和君） 以上で遠藤憲子君の討論を終了します。 

  以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第２号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

  次に、広域連合独自の減免制度についてでございます。 

  後期高齢者医療制度におきましては、世帯の所得に応じ、最大で均等割額の７割を

軽減する措置が講じられており、所得の低い世帯の方ほど保険料がより軽減される仕

組みとなっているほか、災害や失業など、特別の事由により被保険者の負担能力に著

しい変化が生じた場合に配慮するため、保険料等の減免制度が設けられております。 

  議員から、当広域連合独自の減免制度を作るべきとの御意見を頂きましたが、後期

高齢者医療は制度上、公費と現役世代からの支援金、保険料で運営されており、広域

連合として一般財源を持ち合わせていないことは、大きな課題であると認識しており

ます。 

  また、負担の公平性や財政の安定化、他の医療保険との整合性等を確保することも

必要であり、その上で制度全体の安定運営を図っていくことが重要であると考えてお

ります。 

  当広域連合としては、現在のところ独自の減免措置を設けることは考えておりませ

んが、今後、各広域連合の動向や国民健康保険制度における取扱い状況などを慎重に

見守って参りたいと考えております。 

○議長（須田浩和君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

  以上で一般質問を終了といたします。 

 

 

   日程第10 上程議案等に対する討論及び表決について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第10、議案第２号から議案第11号まで並びに報告第１号及

び報告第２号、以上12件の上程議案等に対する討論及び表決を行います。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、これを許します。 

  15番遠藤憲子君。 

 

〔15番 遠藤憲子君 登壇〕 

 

○１５番（遠藤憲子君） 議案第２号、第３号、第５号、第８号に対する反対討論を行

います。第３号、第５号は第２号と関連するものなので、そのことも申し添えます。 

  個人情報保護法施行条例については、質疑でも述べましたが、地方公共団体が個々

に持つ既存の条例を廃止し、全国共通のルールで一元化するのは、地方自治の根幹を
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○議長（須田浩和君） 起立者多数であります。よって、議案第２号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第３号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第３号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 起立者多数であります。よって、議案第３号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第４号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第４号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第５号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第５号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 起立者多数であります。よって、議案第５号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第６号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第６号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 
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○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第７号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第７号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第８号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第８号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 起立者多数であります。よって、議案第８号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第９号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第９号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第10号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第10号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決

 

○議長（須田浩和君） 起立者多数であります。よって、議案第２号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第３号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第３号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 起立者多数であります。よって、議案第３号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第４号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第４号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第５号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第５号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 起立者多数であります。よって、議案第５号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第６号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第６号は原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 
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することに決しました。 

  これより議案第11号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第11号は原案のとおり同意することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、議案第11号は原案のとおり同意

することに決しました。 

  これより報告第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  報告第１号は原案のとおり承認することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、報告第１号は原案のとおり承認

することに決しました。 

  これより報告第２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  報告第２号は原案のとおり承認することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、報告第２号は原案のとおり承認

することに決しました。 

 

   日程第11 議員提出議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情 

         報保護に関する条例の制定について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第11、議員提出議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連

合議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  提出者を代表いたしまして、坂本仙一君から説明願います。 
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〔18番 坂本仙一君 登壇〕 

 

○１８番（坂本仙一君） それでは、説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、議案書第２分冊の１ページを御覧ください。 

  提案理由は、個人情報保護法の改正に伴い、令和５年４月１日から地方公共団体の

機関に対し、改正法の規定が直接適用となる一方、地方公共団体の議会は改正法の適

用除外とされることから、議会が保有する個人情報の保護を図るため、新たに条例を

制定するものであります。 

  制定内容につきましては、第１章総則から第６章罰則までの６章での構成となりま

す。 

  また、第６章の罰則規定については、水戸地方検察庁と協議を行い、内容に問題が

ないとの回答を得ております。 

  以上で説明を終わります。議員各位の慎重なる御審議をいただき、御賛同ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長（須田浩和君） 以上で説明を終わります。 

  本案に対する質疑及び討論の通告はございません。 

  本案は直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。 

  よって、直ちに採決することに決しました。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

  

 

日程第12 議員提出議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報

の保護に関する条例施行規程の制定について 

することに決しました。 

  これより議案第11号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第11号は原案のとおり同意することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、議案第11号は原案のとおり同意

することに決しました。 

  これより報告第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  報告第１号は原案のとおり承認することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、報告第１号は原案のとおり承認

することに決しました。 

  これより報告第２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  報告第２号は原案のとおり承認することに賛成する方の起立を求めます。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（須田浩和君） 総員起立であります。よって、報告第２号は原案のとおり承認

することに決しました。 

 

   日程第11 議員提出議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情 

         報保護に関する条例の制定について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第11、議員提出議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連

合議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  提出者を代表いたしまして、坂本仙一君から説明願います。 

- 29 -



 

○議長（須田浩和君） 日程第12、議員提出議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連

合議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の制定についてを議題といたします。 

  提出者を代表いたしまして、坂本仙一君から説明を願います。 

 

〔18番 坂本仙一君 登壇〕 

 

○１８番（坂本仙一君） それでは、説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、議案書第２分冊の20ページを御覧ください。 

  提案理由ですが、広域連合議会の個人情報保護条例を制定することに伴い、条例の

施行に必要な事項を規定するものであります。 

  主な制定内容は、個人情報の開示請求の手続や開示請求等に必要な関係様式などを

規定するものであります。 

  以上で説明を終わります。議員各位の慎重なる御審議をいただき、御賛同ください

ますようお願い申し上げます。 

 

○議長（須田浩和君） 以上で説明を終わります。 

  本案に対する質疑及び討論の通告はございません。 

  本案は直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。 

  よって、直ちに採決することに決しました。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

   日程第13 議員提出議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の 
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一部を改正する規則の制定について 

 

○議長（須田浩和君） 日程第13、議員提出議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連

合議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。 

  提出者を代表いたしまして、坂本仙一君から説明を願います。 

 

〔18番 坂本仙一君 登壇〕 

 

○１８番（坂本仙一君） それでは、説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、議案書第２分冊の58ページを御覧ください。 

  提案理由は、議会に対し、女性をはじめとする多様な人材の参画を促進する環境整

備を図る観点から、本会議等の欠席事由の整理を行うとともに、産前、産後の欠席期

間などを規定するものであります。 

  主な改正内容ですが、これまで「事故」と表記していた欠席事由を「公務、疾病、

育児」などと具体的に規定し、産前・産後の欠席期間を「出産予定日の６週間前の日

から出産後８週間を経過する日まで」とするほか、請願に係る押印を「署名又は記名

押印」に変更するものであります。 

  以上で説明を終わります。議員各位の慎重なる御審議をいただき、御賛同ください

ますよう、お願い申し上げます。 

○議長（須田浩和君） 以上で説明を終わります。 

  本案に対する質疑及び討論の通告はございません。 

  本案は直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

  

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。よって、直ちに採決することに決しま

した。 

  本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決する

ことに決しました。  

 

○議長（須田浩和君） 日程第12、議員提出議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連

合議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の制定についてを議題といたします。 

  提出者を代表いたしまして、坂本仙一君から説明を願います。 

 

〔18番 坂本仙一君 登壇〕 

 

○１８番（坂本仙一君） それでは、説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、議案書第２分冊の20ページを御覧ください。 

  提案理由ですが、広域連合議会の個人情報保護条例を制定することに伴い、条例の

施行に必要な事項を規定するものであります。 

  主な制定内容は、個人情報の開示請求の手続や開示請求等に必要な関係様式などを

規定するものであります。 

  以上で説明を終わります。議員各位の慎重なる御審議をいただき、御賛同ください

ますようお願い申し上げます。 

 

○議長（須田浩和君） 以上で説明を終わります。 

  本案に対する質疑及び討論の通告はございません。 

  本案は直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。 

  よって、直ちに採決することに決しました。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

   日程第13 議員提出議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の 
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   日程第14 茨城県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員及び同補充員の選挙につ      

        いて 

 

○議長（須田浩和君） 次に、日程第14 茨城県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員

及び同補充員の選挙についてを議題といたします。 

  広域連合選挙管理委員及び同補充員の任期が令和５年３月28日をもって満了となる

ことから、広域連合規約第16条の規定により、選挙管理委員及び同補充員の選挙を行

います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法といたしましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選の

方法によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） それでは、指名推選の方法により、私から指名いたしたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

  それでは、指名いたします。選挙管理委員に三ッ井洋平氏、片平博氏、市村茂夫氏、

黒澤啓子氏、以上の方を指名いたします。 

  また、補充員に、宮園美次氏、小松﨑吉則氏、加部東肇氏、小竹貞男氏、以上の方

を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました方々を当選人と定めることに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名した方々が広域

連合選挙管理委員及び同補充員に当選されました。 

  お諮りいたします。 

  補充員の順序につきましては、ただいま指名した順序にいたしたいと思いますが、
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これに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。よって、補充員の順序につきましては、

ただいま指名した順序とすることに決しました。 

  ただいま当選しました選挙管理委員及び同補充員への当選告知は事務局から文書を

もって告知いたしたいと存じます。 

 

   日程第15 閉会中所管事務調査について 

 

○議長（須田浩和君） 次に、日程第15、閉会中所管事務調査についてを議題といたし

ます。 

  本件につきましては、お手元に配付してあります印刷物のとおり、議会運営委員会

から閉会中所管事務調査の申出があったものでございます。 

  お諮りいたします。 

  本件は、議会運営委員会からの申出のとおり決定することにいたしたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認め、さよう決しました。 

 

 

閉会宣告 

 

○議長（須田浩和君） それでは、以上をもちまして今期定例会に付議されました案件

は全て議了いたしました。よって、令和５年第１回茨城県後期高齢者医療広域連合議

会定例会を閉会いたします。 

 

午後３時16分閉会 

 

   日程第14 茨城県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員及び同補充員の選挙につ      

        いて 

 

○議長（須田浩和君） 次に、日程第14 茨城県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員

及び同補充員の選挙についてを議題といたします。 

  広域連合選挙管理委員及び同補充員の任期が令和５年３月28日をもって満了となる

ことから、広域連合規約第16条の規定により、選挙管理委員及び同補充員の選挙を行

います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法といたしましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選の

方法によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） それでは、指名推選の方法により、私から指名いたしたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

  それでは、指名いたします。選挙管理委員に三ッ井洋平氏、片平博氏、市村茂夫氏、

黒澤啓子氏、以上の方を指名いたします。 

  また、補充員に、宮園美次氏、小松﨑吉則氏、加部東肇氏、小竹貞男氏、以上の方

を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました方々を当選人と定めることに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（須田浩和君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名した方々が広域

連合選挙管理委員及び同補充員に当選されました。 

  お諮りいたします。 

  補充員の順序につきましては、ただいま指名した順序にいたしたいと思いますが、
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議案等審議結果一覧表

広域連合長提出のもの

議案番号 件 名
上程年月日

議決結果
議決年月日

議案第１号
茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合

長の選任の同意を求めることについて

５ ２

原案同意

５ ２

議案第２号
茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保

護法施行条例の制定について

５ ２

原案可決

５ ２

議案第３号
茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保

護審査会条例の制定について

５ ２

原案可決

５ ２

議案第４号
茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年

等に関する条例の制定について

５ ２

原案可決

５ ２

議案第５号
茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条

例の一部を改正する条例の制定について

５ ２

原案可決

５ ２

議案第６号

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

５ ２

原案可決

５ ２

議案第７号
令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合

一般会計予算

５ ２

原案可決

５ ２

議案第８号
令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計予算

５ ２

原案可決

５ ２

議案第９号
令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合

一般会計補正予算（第２号）

５ ２

原案可決

５ ２
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議案番号 件 名
上程年月日

議決結果
議決年月日

議案第 号
令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

５ ２

原案可決

５ ２

議案第 号
茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会

委員の選任の同意を求めることについて

５ ２

原案同意

５ ２

報告第１号
専決処分の報告及び承認を求めることにつ

いて（訴えの提起）

５ ２

承認

５ ２

報告第２号
専決処分の報告及び承認を求めることにつ

いて（訴訟上の和解）

５ ２

承認

５ ２

議員提出のもの

議案番号 件 名
上程年月日

議決結果
議決年月日

議 員 提 出

議案第１号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人

情報の保護に関する条例の制定について

５ ２

原案可決

５ ２

議 員 提 出

議案第２号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人

情報の保護に関する条例施行規程の制定に

ついて

５ ２

原案可決

５ ２

議 員 提 出

議案第３号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規

則の一部を改正する規則の制定について

５ ２

原案可決

５ ２
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議案等質疑通告一覧表

【議案質疑】 発言順位 １

質 問 者 遠藤 憲子 議員 受付日 令和５年２月 日

質 問 事 項 答 弁 者

１【議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行

条例の制定について】

これまで、全国の各自治体はそれぞれ独自の保護条例を規定して、

保有個人情報の保護や取扱いについて規定をしてきたが、令和５年

４月から個人情報保護法が、直接、適用となる。

国は、個人情報を匿名加工した状態でオープンデータ化し、情報

連携を図る考えだが、はたして、情報漏洩につながらないか心配さ

れるところである。

そこで、広域連合として、そのメリット・デメリットを、どのよ

うに考えるか、見解をお伺いしたい。

２【議案第８号 令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計予算】

（１）歳入①市町村負担金 約 億円 前年比約 億円増

被保険者の保険料率、額とも令和４年度と同様だが、被保険者

数の自然増と賦課限度額が 万円となったことによるものか。具

体的な内容について。

（２）歳出① 頁 保険給付費で療養給付費 前年比 億円増

令和４年 月から年金収入 万円以上の窓口負担が１割から

２割になったが、影響と増加額の理由について。２割負担のうち、

配慮措置の状況は。

（３）歳出② 頁 保健事業費

委託料「保健事業の一体的実施にかかる委託料」について、令

和５年度実施の予定は 自治体だが、事業内容と委託料につい

て。

事務局長

事務局長

 
 

議案番号 件 名
上程年月日

議決結果
議決年月日

議案第 号
令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

５ ２

原案可決

５ ２

議案第 号
茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会

委員の選任の同意を求めることについて

５ ２

原案同意

５ ２

報告第１号
専決処分の報告及び承認を求めることにつ

いて（訴えの提起）

５ ２

承認

５ ２

報告第２号
専決処分の報告及び承認を求めることにつ

いて（訴訟上の和解）

５ ２

承認

５ ２

議員提出のもの

議案番号 件 名
上程年月日

議決結果
議決年月日

議 員 提 出

議案第１号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人

情報の保護に関する条例の制定について

５ ２

原案可決

５ ２

議 員 提 出

議案第２号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人

情報の保護に関する条例施行規程の制定に

ついて

５ ２

原案可決

５ ２

議 員 提 出

議案第３号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規

則の一部を改正する規則の制定について

５ ２

原案可決

５ ２
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【一般質問】 発言順位 １

質 問 者 川澄 敬子 議員 受付日 令和５年２月 日

質 問 事 項 答 弁 者

コロナ禍が長引き、物価が高騰する中で、高齢者の生活はますま

す厳しくなっています。令和２年度後期高齢者医療制度被保険者実

態調査報告によると、所得額階層別の構成割合は、所得なしが全国

％、茨城県が ％となっており、高齢者の半数以上が所得

がない状態で、しかも茨城県は全国平均よりも多くなっています。

さらに昨年 月から、 歳以上の医療費窓口負担が一部、１割

から２割と２倍になりました。全国保険医団体連合会では、アンケ

ートを実施し、過去半年以内の受診・生活状況などを質問し、その

結果患者の深刻な実態が明らかになりました。「経済的理由で受診を

控えたことがある」との回答が ％、「検査・薬、治療を減らす

よう頼んだ」との回答が９％、「生活費を削って受診している」との

回答は ％、「蓄えをを切り崩している」との回答は ％に上りま

した。受診を控えているなどの現状に、保団連は「重症化し、命に

かかわる」「高齢者は受診せざるを得ない病気を抱えており、貯金や

生活を切り詰めて受診している」と警鐘を鳴らしています。 歳以

上の医療費窓口負担を１割に戻してほしい、これが多くの高齢者の

声です。

また報道によると、政府は負担能力に応じて支えあう「全世代型

社会保障」の構築に向けた健康保険法などの改正案を閣議決定し、

国会に提出しました。その中では、 歳以上の後期高齢者のうち、

比較的所得の高い人の医療保険料を 年～ 年度に段階的に

引き上げるとしています。保険料の引き上げは年収 万円超が対

象で、後期高齢者全体の約４割に当たります。今でさえ、年金から

天引きされる保険料に、「年金が減ってしまう」「生活がきびしい」

などの声があるのに、さらに保険料を引き上げる、比較的所得の高

い人と言いますが、基準が引き下げられる可能性もあります。また、

４月から 万円に増額する出産育児一時金の財源について、

年度から 歳以上の保険料で一部負担すると決められました。なぜ

出産育児への支援を、高齢者の負担にするのか非常に疑問です。

こうした状況を踏まえると、茨城県独自の減免制度が必要です。

今回低所得者の保険料を軽減するための基準がわずか 円引き

上げられますが、不充分です。

（１）①均等割額が５割軽減される人は何人、何％か。２割軽減され

る人は何人、何％か。

（２）②茨城県独自の減免制度を作るべきだと考えるが、答弁を求め

る。

事務局長

 
 

【討 論】 発言順位 １

発 言 者 遠藤 憲子 議員 受付日 令和５年２月 日

発 言 事 項

【反対討論】

（１）議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の制定について

（２）議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例の制定について

（３）議案第５号 茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例の制

定について

（４）議案第８号 令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算
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【一般質問】 発言順位 １

質 問 者 川澄 敬子 議員 受付日 令和５年２月 日

質 問 事 項 答 弁 者

コロナ禍が長引き、物価が高騰する中で、高齢者の生活はますま

す厳しくなっています。令和２年度後期高齢者医療制度被保険者実

態調査報告によると、所得額階層別の構成割合は、所得なしが全国

％、茨城県が ％となっており、高齢者の半数以上が所得

がない状態で、しかも茨城県は全国平均よりも多くなっています。

さらに昨年 月から、 歳以上の医療費窓口負担が一部、１割

から２割と２倍になりました。全国保険医団体連合会では、アンケ

ートを実施し、過去半年以内の受診・生活状況などを質問し、その

結果患者の深刻な実態が明らかになりました。「経済的理由で受診を

控えたことがある」との回答が ％、「検査・薬、治療を減らす

よう頼んだ」との回答が９％、「生活費を削って受診している」との

回答は ％、「蓄えをを切り崩している」との回答は ％に上りま

した。受診を控えているなどの現状に、保団連は「重症化し、命に

かかわる」「高齢者は受診せざるを得ない病気を抱えており、貯金や

生活を切り詰めて受診している」と警鐘を鳴らしています。 歳以

上の医療費窓口負担を１割に戻してほしい、これが多くの高齢者の

声です。

また報道によると、政府は負担能力に応じて支えあう「全世代型

社会保障」の構築に向けた健康保険法などの改正案を閣議決定し、

国会に提出しました。その中では、 歳以上の後期高齢者のうち、

比較的所得の高い人の医療保険料を 年～ 年度に段階的に

引き上げるとしています。保険料の引き上げは年収 万円超が対

象で、後期高齢者全体の約４割に当たります。今でさえ、年金から

天引きされる保険料に、「年金が減ってしまう」「生活がきびしい」

などの声があるのに、さらに保険料を引き上げる、比較的所得の高

い人と言いますが、基準が引き下げられる可能性もあります。また、

４月から 万円に増額する出産育児一時金の財源について、

年度から 歳以上の保険料で一部負担すると決められました。なぜ

出産育児への支援を、高齢者の負担にするのか非常に疑問です。

こうした状況を踏まえると、茨城県独自の減免制度が必要です。

今回低所得者の保険料を軽減するための基準がわずか 円引き

上げられますが、不充分です。

（１）①均等割額が５割軽減される人は何人、何％か。２割軽減され

る人は何人、何％か。

（２）②茨城県独自の減免制度を作るべきだと考えるが、答弁を求め

る。

事務局長

 
 

【討 論】 発言順位 １

発 言 者 遠藤 憲子 議員 受付日 令和５年２月 日

発 言 事 項

【反対討論】

（１）議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の制定について

（２）議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例の制定について

（３）議案第５号 茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例の制

定について

（４）議案第８号 令和５年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算
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上 程 議 案 等

 



上 程 議 案 等

 





議案第１号

茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任の同意を求めることについて  

茨城県後期高齢者医療広域連合規約（平成 年市町村指令第 号）第 条の規定に基づき、副

広域連合長に下記の者を選任したいので、地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条において

準用する同法第 条の規定により、議会の同意を求めるものである。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

記

氏 名 染
そめ

谷
や

森
もり

雄
お

生年月日 昭和 年２月８日

住 所 茨城県猿島郡五霞町

（提案理由）

令和５年２月 日をもって茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の任期が満了した。よっ

て副広域連合長として適任である染谷森雄氏を選任したいので、議会の同意を求めるものである。

 

 

議案書（第１分冊）
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参考

染
そめ

谷
や

森
もり

雄
お

氏略歴

生年月日 昭和 年２月８日

住 所 茨城県猿島郡五霞町

平成 年 ５月

平成 年 月

令和 ３年 ２月

令和 ５年 ２月

略 歴

五霞町長に就任

茨城県町村会長に就任

茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長に就任

茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の任期満了

議案書（第１分冊）

- 42 -



議案第２号

茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の制定について

茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例を別紙のとおり制定する。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（提案理由）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、個人情報の

保護に関する法律が改正され、令和５年４月１日から地方公共団体の機関（広域連合等の特

別地方公共団体を含む。）に対して、改正法の規定が直接適用されることとなるため、法の施

行に関し必要な事項を規定するものである。

議案書（第１分冊）

参考

染
そめ

谷
や

森
もり

雄
お

氏略歴

生年月日 昭和 年２月８日

住 所 茨城県猿島郡五霞町

平成 年 ５月

平成 年 月

令和 ３年 ２月

令和 ５年 ２月

略 歴

五霞町長に就任

茨城県町村会長に就任

茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長に就任

茨城県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の任期満了

議案書（第１分冊）
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茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例

（趣旨）

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号。以下「法」

という 。） の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成

年政令第 号。以下「令」という 。） で使用する用語の例による。

２ この条例で、実施機関とは広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会

のことをいう。

（開示請求に係る手数料）

第３条 法第 条第２項の規定による開示請求に係る手数料は、無料とする。

２ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報の写しの作

成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第４条 開示請求書には、法第 条第１項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める

事項を記載するものとする。

（行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料）

第５条 法第 条第３項の規定により納付しなければならない手数料の額は、

円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに 円

行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託を

する場合に限る 。）

２ 法第 条第４項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に

掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。

次号に掲げる者以外の者 法第 条の規定により当該行政機関等匿名加工情報

の利用に関する契約を締結する者が法第 条第１項の規定により納付しなければ

ならない手数料の額と同一の額

法第 条（法第 条第２項において準用する場合を含む 。） の規定により当

該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 円

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

議案書（第１分冊）
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（令和３年法律第 号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第 条の規定に限る 。）

の施行の日から施行する。

（旧条例の廃止）

第２条 茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成 年茨城県後期高齢者

医療広域連合条例第 号。以下「旧条例」という 。） は廃止する。

（経過措置）

第３条 次に掲げる者に係る旧条例第 条及び第 条第３項の規定によるその職務又は

事務に関して知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」

という 。） を正当な理由がなく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない

義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

前条の規定の施行の際現に旧条例第２条第２号に規定する実施機関（以下「旧実

施機関」という 。） の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の

職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報を取扱う職務に従

事していた者

前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取扱う事務の委託を受

け、当該事務に従事していた者

２ 前条の規定の施行の日前に旧条例第 条第１項、第 条第１項又は第 条第１項の

規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及

び利用中止については、なお従前の例による。

３ 前条の規定の施行の際現に旧条例第 条第１項の規定により茨城県後期高齢者医療

広域連合に置かれた同条に規定する茨城県後期高齢者医療広域連合情報審査会（以下

「旧審査会」という 。） の委員である者は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう 。） に、茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例（令和５年茨城

県後期高齢者医療広域連合条例第 号）第４条第１項の規定による任命を受けたもの

とみなす。

４ 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前におい

て旧審査会の委員であった者に係る旧条例第 条第 項の規定による職務上知り得た

秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例に

よる。

５ 施行日前に旧条例第 条第１項及び第 条第３項の規定により旧審査会にされた諮

問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従

前の例による。

議案書（第１分冊）

茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例

（趣旨）

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号。以下「法」

という 。） の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成

年政令第 号。以下「令」という 。） で使用する用語の例による。

２ この条例で、実施機関とは広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会

のことをいう。

（開示請求に係る手数料）

第３条 法第 条第２項の規定による開示請求に係る手数料は、無料とする。

２ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報の写しの作

成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第４条 開示請求書には、法第 条第１項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める

事項を記載するものとする。

（行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料）

第５条 法第 条第３項の規定により納付しなければならない手数料の額は、

円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに 円

行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託を

する場合に限る 。）

２ 法第 条第４項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に

掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。

次号に掲げる者以外の者 法第 条の規定により当該行政機関等匿名加工情報

の利用に関する契約を締結する者が法第 条第１項の規定により納付しなければ

ならない手数料の額と同一の額

法第 条（法第 条第２項において準用する場合を含む 。） の規定により当

該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 円

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

議案書（第１分冊）
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議案第３号

茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例の制定について

茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例を別紙のとおり制定する。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（提案理由）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、個人情報の保

護に関する法律が改正され、令和５年４月１日から地方公共団体の機関（広域連合等の特別地

方公共団体を含む。）には、改正法の規定が直接適用されることとなる。

改正法等の規定による審査請求に係る諮問について調査審議を行うために、茨城県後期高齢

者医療広域連合個人情報保護審査会の設置及び調査審議の手続きなど必要な事項を規定するも

のである。

議案書（第１分冊）

- 46 -



茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 設置及び組織（第２条－第６条）

第３章 審査会の調査審議等の手続（第７条－第 条）

第４章 雑則（第 条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会の設置及び組

織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

第２章 設置及び組織

（設置）

第２条 次に掲げる事務を行うため、茨城県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」

という 。） に、茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会（以下「審査会」

という 。） を置く。

個人情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号。以下「法」という 。） 第

条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問に応じ審査請求につい

て調査審議すること。

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年茨

城県後期高齢者医療広域連合議会条例第 号。以下「議会個人情報保護条例」とい

う 。） 第 条第１項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

特定個人情報保護評価に関する規則（平成 年特定個人情報保護委員会規則第１

号）第７条第４項の意見を述べること。

個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に対し意見を述べ

ること。

情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べること。

（組織）

第３条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。

（委員）

第４条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が任命する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

議案書（第１分冊）

議案第３号

茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例の制定について

茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例を別紙のとおり制定する。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（提案理由）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、個人情報の保

護に関する法律が改正され、令和５年４月１日から地方公共団体の機関（広域連合等の特別地

方公共団体を含む。）には、改正法の規定が直接適用されることとなる。

改正法等の規定による審査請求に係る諮問について調査審議を行うために、茨城県後期高齢

者医療広域連合個人情報保護審査会の設置及び調査審議の手続きなど必要な事項を規定するも

のである。

議案書（第１分冊）
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３ 委員は、再任されることができる。

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその

職務を行うものとする。

５ 広域連合長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は

委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その

委員を罷免することができる。

６ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。

７ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動を

してはならない。

（会長）

第５条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（合議体）

第６条 審査会は、その指名する委員３人をもって構成する合議体で、審査請求に係る

事件について調査審議をする。

２ 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構

成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議をする。

第３章 審査会の調査審議等の手続

（定義）

第７条 この章において「諮問庁」とは、法第 条第３項において準用する同条第１

項の規定により審査会に諮問をした実施機関（広域連合の機関（議会を除く 。） をい

う 。） 及び議会個人情報保護条例第 条第１項の規定により審査会に諮問をした議会

をいう。

２ この章において「保有個人情報」とは、法第 条第１項第４号、第 条第１項若し

くは第 条第１項又は議会個人情報保護条例第 条第５号ア、第 条第１項若しく

は第 条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個

人情報（法第 条第１項又は議会個人情報保護条例第２条第４項に規定する保有個人

情報をいう 。） をいう。

（審査会の調査権限）

第８条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を

求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された

議案書（第１分冊）
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保有個人情報の開示を求めることができない。

２ 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら

ない。

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれてい

る情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会

に提出するよう求めることができる。

（委員による調査手続）

第９条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第１項の規

定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

（提出資料の写しの送付等）

第 条 審査会は、第８条第３項の規定による資料の提出又は法第 条第２項の規定

により読み替えて適用される行政不服審査法（平成 年法律第 号）第 条第３項に

おいて準用する同法第 条若しくは同項において準用する同法第 条の規定による主

張書面若しくは資料の提出があったとき（諮問庁が議会である場合において、相当す

る書面又は資料の提出があったときを含む 。） は、これらの資料又は主張書面等の写

し（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう。以下同じ 。） にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書

面）を当該資料を提出した審査請求人等（審査請求人、参加人（同法第 条第４項に

規定する参加人をいう 。） 又は諮問庁をいう。以下同じ 。） 以外の審査請求人等に送

付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、

その他正当な理由があるときは、この限りでない。

２ 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提

出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要が

ないと認めるときは、この限りでない。

第４章 雑則

（委任）

第 条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３

年法律第 号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第 条の規定に限る 。） の施行の

日から施行する。

議案書（第１分冊）

３ 委員は、再任されることができる。

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその

職務を行うものとする。

５ 広域連合長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は

委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その

委員を罷免することができる。

６ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。

７ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動を

してはならない。

（会長）

第５条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（合議体）

第６条 審査会は、その指名する委員３人をもって構成する合議体で、審査請求に係る

事件について調査審議をする。

２ 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構

成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議をする。

第３章 審査会の調査審議等の手続

（定義）

第７条 この章において「諮問庁」とは、法第 条第３項において準用する同条第１

項の規定により審査会に諮問をした実施機関（広域連合の機関（議会を除く 。） をい

う 。） 及び議会個人情報保護条例第 条第１項の規定により審査会に諮問をした議会

をいう。

２ この章において「保有個人情報」とは、法第 条第１項第４号、第 条第１項若し

くは第 条第１項又は議会個人情報保護条例第 条第５号ア、第 条第１項若しく

は第 条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個

人情報（法第 条第１項又は議会個人情報保護条例第２条第４項に規定する保有個人

情報をいう 。） をいう。

（審査会の調査権限）

第８条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を

求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された
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議案第４号

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の制定について

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例を別紙のとおり制定する。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（提案理由）

国家公務員法等改正法により、国家公務員の定年が段階的に引き上げられることを踏まえ、地方

公務員の定年についても国家公務員と同様に令和５年４月から段階的に引き上げられ、令和 年４

月以降は「 歳」となる。茨城県後期高齢者医療広域連合の職員（非常勤職員を除く。）は、市町村

及び県からの派遣職員で構成されており、今後、 歳を超える職員が派遣された場合などに対応す

るため、表記条例を制定しようとするもの。

議案書（第１分冊）
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茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 定年制度（第２条―第５条）

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第 条）

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第 条・第 条）

第５章 雑則（第 条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和 年法律第 号。以下「法」という 。） 第

条の４第１項及び第２項、第 条の２、第 条の５、第 条の６第１項から第３項

まで並びに第 条の７の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるもの

とする。

第２章 定年制度

（定年による退職）

第２条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の３月 日

（以下「定年退職日」という 。） に退職する。

（定年）

第３条 職員の定年は、年齢 年とする。

（定年による退職の特例）

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこととなる場

合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該

職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を定め、当該

職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務さ

せることができる。ただし、第９条第１項又は第２項の規定により異動期間（第９条

第１項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ 。） （第９条第

１項又は第２項の規定により延長された異動期間を含む 。） を延長した職員であって、

定年退職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び第３章

において同じ 。） を占めている職員については、第９条第１項又は第２項の規定によ

り当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている

管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。

議案書（第１分冊）

議案第４号

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の制定について

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例を別紙のとおり制定する。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（提案理由）

国家公務員法等改正法により、国家公務員の定年が段階的に引き上げられることを踏まえ、地方

公務員の定年についても国家公務員と同様に令和５年４月から段階的に引き上げられ、令和 年４

月以降は「 歳」となる。茨城県後期高齢者医療広域連合の職員（非常勤職員を除く。）は、市町村

及び県からの派遣職員で構成されており、今後、 歳を超える職員が派遣された場合などに対応す

るため、表記条例を制定しようとするもの。

議案書（第１分冊）

- 51 -



当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の

退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生

ずること

当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職

による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること

当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情が

あるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合に

おいて、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日

から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期

限は、当該職員に係る定年退職日（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職

員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日）の翌日から起算して３年を超える

ことができない。

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定に

より期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の

規定により期限が延長された職員について、第１項の期限又は第２項の規定により延

長された期限が到来する前に第１項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、

当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

５ 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。

（定年に関する施策の調査等）

第５条 広域連合長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の

定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について

適切な方策を講ずるものとする。

第３章 管理監督職勤務上限年齢制

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職）

第６条 法第 条の２第１項に規定する条例で定める職は、次の各号に掲げる職とする。

茨城県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則（平成 年茨城県後期高齢者医療広

域連合規則第２号。以下この条において「事務分掌規則」という 。） 第５条第１項

に定める事務局長

事務分掌規則第５条第１項に定める事務局次長

事務分掌規則第５条第１項に定める課長

事務分掌規則第３条第２項に定める会計室長

議案書（第１分冊）

- 52 -



（管理監督職勤務上限年齢）

第７条 法第 条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢 年とする。

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準）

第８条 任命権者は、法第 条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この章に

おいて「他の職への降任等」という 。） を行うに当たっては、法第 条、第 条、第

条の３、第 条第１項及び第 条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しな

ければならない。

当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転

任（降給を伴う転任に限る 。） （以下この条及び第 条において「降任等」とい

う 。） をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第 条の２第

１項第５号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職について

の適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤

務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の

段階に属する職に、降任等をすること。

当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属

する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下

この号において「上位職職員」という 。） の他の職への降任等もする場合には、第

１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認め

られる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制

上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をす

ること。

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例）

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次

に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間

（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後にお

ける最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ 。） の末日の翌日から

起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当

該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内 。） で当該異動期間を延長し、

引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせる

ことができる。

当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の

他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著

議案書（第１分冊）

当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の

退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生

ずること

当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職

による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること

当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情が

あるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合に

おいて、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日

から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期

限は、当該職員に係る定年退職日（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職

員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日）の翌日から起算して３年を超える

ことができない。

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定に

より期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の

規定により期限が延長された職員について、第１項の期限又は第２項の規定により延

長された期限が到来する前に第１項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、

当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

５ 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。

（定年に関する施策の調査等）

第５条 広域連合長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の

定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について

適切な方策を講ずるものとする。

第３章 管理監督職勤務上限年齢制

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職）

第６条 法第 条の２第１項に規定する条例で定める職は、次の各号に掲げる職とする。

茨城県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則（平成 年茨城県後期高齢者医療広

域連合規則第２号。以下この条において「事務分掌規則」という 。） 第５条第１項

に定める事務局長

事務分掌規則第５条第１項に定める事務局次長

事務分掌規則第５条第１項に定める課長

事務分掌規則第３条第２項に定める会計室長
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しい支障が生ずること

当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の

職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が

生ずること

当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情が

あるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずるこ

と

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長され

た期間を含む 。） が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる

事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算

して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長さ

れた当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内 。） で延長された当該異

動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、

当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超える

ことができない。

（異動期間の延長等に係る職員の同意）

第 条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合には、あらかじめ職員

の同意を得なければならない。

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置）

第 条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動

期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任

等をするものとする。

第４章 定年前再任用短時間勤務制

（定年前再任用短時間勤務職員の任用）

第 条 任命権者は、年齢 年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他

の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く 。）

をした者（以下この条及び次条において「年齢 年以上退職者」という 。） を、従前

の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職

を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が

当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し

短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ 。） に採用することがで

きる。ただし、年齢 年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係

る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職

議案書（第１分冊）
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務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日

をいう 。） を経過した者であるときは、この限りでない。

第 条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、構成団体の年齢 年以上退職者を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採

用することができる。

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

第５章 雑則

（雑則）

第 条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（定年に関する経過措置）

２ 令和５年４月１日から令和 年３月 日までの間における第３条の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「 年」とあるのはそれぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和５年４月１日から令和７年３月 日まで 年

令和７年４月１日から令和９年３月 日まで 年

令和９年４月１日から令和 年３月 日まで 年

令和 年４月１日から令和 年３月 日まで 年

（情報の提供及び勤務の意思の確認）

３ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を

定めて任用される職員、非常勤職員を除く。以下この項において同じ 。） が年齢 年

（第７条各号に掲げる職を占める職員にあっては当該各号に定める年齢。以下この項

において同じ 。） に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という 。） （情報の提供及び勤務の意思の

確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を

行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の

確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員（以下この項において「末日

経過職員」という 。） を除く 。） にあっては、当該職員が採用された日から同日の属

する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属す

る年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度 ）） において、当該職

員に対し、当該職員が年齢 年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措

議案書（第１分冊）

しい支障が生ずること

当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の

職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が

生ずること

当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情が

あるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずるこ

と

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長され

た期間を含む 。） が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる

事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算

して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長さ

れた当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内 。） で延長された当該異

動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、

当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超える

ことができない。

（異動期間の延長等に係る職員の同意）

第 条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合には、あらかじめ職員

の同意を得なければならない。

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置）

第 条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動

期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任

等をするものとする。

第４章 定年前再任用短時間勤務制

（定年前再任用短時間勤務職員の任用）

第 条 任命権者は、年齢 年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他

の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く 。）

をした者（以下この条及び次条において「年齢 年以上退職者」という 。） を、従前

の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職

を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が

当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し

短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ 。） に採用することがで

きる。ただし、年齢 年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係

る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職
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置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後におけ

る勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

議案書（第１分冊）
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議案第５号

茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例の制定について

茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（提案理由）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布によって、個人情報の保護

に関する法律が改正されることに伴い、行政情報の公開義務及び公開請求に係る手続きなどについ

て同法との整合性を図ること、その他情報審査会に関する規定について整理を行うため、標記条例

の一部を改正するものである。

議案書（第１分冊）

置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後におけ

る勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

議案書（第１分冊）
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茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例

茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成 年茨城県後期高齢者医療広域連

合条例第 号）の一部を次のように改正する。

第７条に次の１号を加える。

個人情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第３項に規定する行

政機関等匿名加工情報（同条第４項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを

構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という 。）

又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第１項に規定する保有個人情報か

ら削除した同法第２条第１項第１号に規定する記述等若しくは同条第２項に規定す

る個人識別符号

第 条第６項中「及び次項」を「から第８項」に改める。

第 条第７項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第８項とし、同項の前に次

の１項を加える。

７ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三

者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により

通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所

在が判明しない場合は、この限りでない。

第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、

当該情報が第７条第２号ウ及び同条第３号ただし書に規定する情報に該当すると認

められるとき。

第三者に関する情報が記録されている行政情報を第９条の規定により公開しよう

とするとき。

第 条第１項中「次条に規定する茨城県後期高齢者医療広域連合情報審査会に弁明書

（行政不服審査法（平成 年法律第 号）第９条第３項において読み替えて適用する同

法第 条第２項に規定する弁明書をいう。以下同じ 。） を添えて」を「茨城県後期高齢

者医療広域連合個人情報保護審査会条例（令和５年茨城県後期高齢者医療広域連合条例

第 号。以下「個人情報保護審査会条例」という 。） に規定する茨城県後期高齢者医療

広域連合個人情報保護審査会（以下「個人情報保護審査会」という 。） に」に改める。

第 条第２項を第３項とし、同項の前に次の１項を加える。

２ 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通

知しなければならない。

審査請求人及び参加人（行政不服審査法第 条第４項に規定する参加人をいう。
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以下同じ 。）

公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く 。）

当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三

者が審査請求人又は参加人である場合を除く。

第 条を削り、第 条を第 条とし、第 条から第 条までを１条ずつ繰り上げる。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この条例の施行の際現に改正前の第 条第１項の規定により広域連合に置かれ

た茨城県後期高齢者医療広域連合情報審査会（以下「情報審査会」という 。） の委員

である者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という 。） に、個人情報保護審査

会条例第４条第１項の規定による任命を受けたものとみなす。

２ この条例の施行の際現に情報審査会の委員である者又は施行日前に委員であった者

に係る改正前の第 条第 項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない

義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

３ 施行日前に改正前の第 条第１項の規定により情報審査会にされた諮問は、個人情

報保護審査会にされたものとみなし、改正前の条文に規定する調査審議については、

なお従前の例による。

議案書（第１分冊）

茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例

茨城県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成 年茨城県後期高齢者医療広域連

合条例第 号）の一部を次のように改正する。

第７条に次の１号を加える。

個人情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第３項に規定する行

政機関等匿名加工情報（同条第４項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを

構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という 。）

又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第１項に規定する保有個人情報か

ら削除した同法第２条第１項第１号に規定する記述等若しくは同条第２項に規定す

る個人識別符号

第 条第６項中「及び次項」を「から第８項」に改める。

第 条第７項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第８項とし、同項の前に次

の１項を加える。

７ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三

者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により

通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所

在が判明しない場合は、この限りでない。

第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、

当該情報が第７条第２号ウ及び同条第３号ただし書に規定する情報に該当すると認

められるとき。

第三者に関する情報が記録されている行政情報を第９条の規定により公開しよう

とするとき。

第 条第１項中「次条に規定する茨城県後期高齢者医療広域連合情報審査会に弁明書

（行政不服審査法（平成 年法律第 号）第９条第３項において読み替えて適用する同

法第 条第２項に規定する弁明書をいう。以下同じ 。） を添えて」を「茨城県後期高齢

者医療広域連合個人情報保護審査会条例（令和５年茨城県後期高齢者医療広域連合条例

第 号。以下「個人情報保護審査会条例」という 。） に規定する茨城県後期高齢者医療

広域連合個人情報保護審査会（以下「個人情報保護審査会」という 。） に」に改める。

第 条第２項を第３項とし、同項の前に次の１項を加える。

２ 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通

知しなければならない。

審査請求人及び参加人（行政不服審査法第 条第４項に規定する参加人をいう。
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議案第６号

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（提案理由）

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第２項及び高齢者の医療の確

保に関する法律施行令（平成 年政令第 号）第 条の規定により、令和５年度の後期高齢者医

療制度の保険料の減額を定めるなど所要の改正を行うため、この条例案を提出するものである。

議案書（第１分冊）
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茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成 年茨城県後期高齢者医療広

域連合条例第 号）の一部を次のように改正する。

第 条第２号中「 万５千円」を「 万円」に、同条第３号中「 万円」を「 万５千円」に

改める。

附則第４条及び第５条を削り、第６条を第４条とし、第７条を第５条とする。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この条例による改正後の茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規

定は、令和５年度以降の年度分の保険料について適用し、令和４年度以前の年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。
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議案第６号

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定する。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（提案理由）

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第２項及び高齢者の医療の確

保に関する法律施行令（平成 年政令第 号）第 条の規定により、令和５年度の後期高齢者医

療制度の保険料の減額を定めるなど所要の改正を行うため、この条例案を提出するものである。
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議案第９号

令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）

令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年２月24日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

議案書（第１分冊）
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議案第 号

令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）

令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年２月24日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

議案書（第１分冊）
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議案第 号

茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任の同意を求めることについ

て

地方公務員法（昭和 年法律第 号）第９条の２の規定に基づき、下記の者を公平委員会

委員に選任したいので、同条第２項の規定により、議会の同意を求めるものである。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

 

記 

 

氏 名 小
こ

林
ばやし

由
よし

士
じ

郎
ろう

生年月日 昭和 年７月４日

住 所 茨城県水戸市

氏 名 神
かみ

山
やま

光
みつ

男
お

生年月日 昭和 年２月 日

住 所 茨城県水戸市

氏 名 山
やま

田
だ

春
はる

男
お

生年月日 昭和 年５月２日

住 所 茨城県水戸市

（提案理由）

茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員が令和５年３月 日をもって任期満了とな

るため、上記の者を公平委員会委員に選任したいので、議会の同意を求めるものである。

議案書（第１分冊）
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参考

小
こ

林
ばやし

由
よし

士
じ

郎
ろう

氏略歴

生年月日 昭和 年７月４日

住 所 茨城県水戸市

略 歴

昭和 年４月 茨城県職員に採用

平成 年４月 茨城県人事委員会事務局長に就任

平成 年３月 茨城県人事委員会事務局長を退任

平成 年３月 茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員に就任

平成 年３月 茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員に就任

現在に至る

神
かみ

山
やま

光
みつ

男
お

氏略歴

生年月日 昭和 年２月 日

住 所 茨城県水戸市

略 歴

昭和 年４月 茨城県職員に採用

平成 年４月 茨城県人事委員会事務局長に就任

平成 年４月 茨城県人事委員会事務局長を退任

令和元年 月 茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員に就任

現在に至る

山
やま

田
だ

春
はる

男
お

氏略歴

生年月日 昭和 年５月２日

住 所 茨城県水戸市

略 歴

昭和 年４月 茨城県職員に採用

平成 年４月 茨城県人事委員会事務局長に就任

平成 年３月 茨城県人事委員会事務局長を退任

現在に至る

議案書（第１分冊）

議案第 号

茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任の同意を求めることについ

て

地方公務員法（昭和 年法律第 号）第９条の２の規定に基づき、下記の者を公平委員会

委員に選任したいので、同条第２項の規定により、議会の同意を求めるものである。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

 

記 

 

氏 名 小
こ

林
ばやし

由
よし

士
じ

郎
ろう

生年月日 昭和 年７月４日

住 所 茨城県水戸市

氏 名 神
かみ

山
やま

光
みつ

男
お

生年月日 昭和 年２月 日

住 所 茨城県水戸市

氏 名 山
やま

田
だ

春
はる

男
お

生年月日 昭和 年５月２日

住 所 茨城県水戸市

（提案理由）

茨城県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員が令和５年３月 日をもって任期満了とな

るため、上記の者を公平委員会委員に選任したいので、議会の同意を求めるものである。

議案書（第１分冊）
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報告第１号

専決処分の報告及び承認を求めることについて

第三者行為による損害賠償請求権に基づく訴えの提起について、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の規定により準用する同法第 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（専決処分の理由）

地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の規定により準用する同法第 条第１項の規定に

基づき、第三者行為による損害賠償請求権に基づく訴えの提起をすることについて、専決処分した。

議案書（第１分冊）
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専 決 処 分 書

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条の規定により取得した損害賠償

請求権に基づき、下記のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和 年法律第 号）

第 条の規定により準用する同法第 条第１項の規定に基づき専決処分する。

令和４年９月 日

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

記

１  相手方

個人

２ 事件の要旨

平成 年５月７日、国民健康保険被保険者（以下「被害者」という。）が交差点において、夫

の運転する普通乗用自動車に同乗中、相手方が運転する普通乗用自動車との衝突事故により、受

傷した。

被害者が、茨城県後期高齢者医療被保険者の資格を取得した。

茨城県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）は、高齢者の医療の確保に関す

る法律第 条第１項の規定により、被害者が相手方に対して有する損害賠償請求権を代位取得し

た。

広域連合は、相手方に対し、損害賠償請求金 円を請求したが支払われなかった。

よって、広域連合は、相手方に対し、次の請求の内容により訴えを提起する。

３ 請求の趣旨

上記の金額につき、損害賠償金の支払いを求める。

上記の金額につき、訴状送達の日の翌日から完済の日まで年３分の割合で遅延損害金の支払い

を求める。

訴訟費用は相手方の負担とする。

議案書（第１分冊）

報告第１号

専決処分の報告及び承認を求めることについて

第三者行為による損害賠償請求権に基づく訴えの提起について、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条の規定により準用する同法第 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分した

ので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（専決処分の理由）

地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の規定により準用する同法第 条第１項の規定に

基づき、第三者行為による損害賠償請求権に基づく訴えの提起をすることについて、専決処分した。

議案書（第１分冊）
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４ 訴訟遂行の方針

判決の結果必要がある場合は、上訴する。

必要がある場合は、適当と認める条件で和解することができるものとする。

議案書（第１分冊）
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報告第２号

専決処分の報告及び承認を求めることについて

第三者行為による損害賠償請求訴訟の和解について、地方自治法（昭和 年法律第 号）第

条の規定により準用する同法第 条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

（専決処分の理由）

地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の規定により準用する同法第 条第１項の規定に

基づき、第三者行為による損害賠償請求訴訟の和解をすることについて、専決処分した。

議案書（第１分冊）

４ 訴訟遂行の方針

判決の結果必要がある場合は、上訴する。

必要がある場合は、適当と認める条件で和解することができるものとする。

議案書（第１分冊）
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専 決 処 分 書

水戸地方裁判所令和３年（ワ）第 号損害賠償請求事件に関し、下記のとおり和解することにつ

いて、地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の規定により準用する同法第 条第１項の規

定に基づき専決処分する。

令和４年 月 日

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

記

１ 事件名

水戸地方裁判所 令和３年（ワ）第 号損害賠償請求事件

２ 当事者

原告 茨城県後期高齢者医療広域連合

 被告  個人

３ 事件の要旨

茨城県後期高齢者医療被保険者（以下「被害者」という。）が道路を歩行にて横断していた際に、

被告が運転する普通乗用自動車に衝突され受傷した。

原告は、代位取得した第三者行為による損害賠償請求権に基づき、被告に対し、損害賠償金

円の支払いを求める訴えを提起したものである。

４ 和解内容

被告は、原告に対し、請求額のうち 円を支払う条件で和解する。

原告は、その余の請求を放棄する。

訴訟費用は、各自の負担とする。

５ 和解理由

水戸地方裁判所より上記の和解案が提示され、被害者の過失があることなどから、その内容が適

当と認められるため。

議案書（第１分冊）
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議員提出議案第１号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の制定につ

いて

上記の議案を、地方自治法第 条において準用する第 条及び茨城県後期高齢者医療広

域連合議会会議規則第 条の規定に基づき、別紙のとおり提出します。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合議会

議 長 須 田 浩 和 様

茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員 坂 本 仙 一

〃 船 川 京 子

〃 加 藤 恭 子

〃 田 崎 清

〃 寺 門 厚

〃 風 見 好 文

〃 根 本 光 治

〃 市 村 香

〃 守 谷 智 明

〃 加藤木 直

〃 吉 田 充 宏

（提案理由）

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、個人情報の

保護に関する法律が改正され、令和５年４月１日から地方公共団体の機関には、改正法の規

定が直接適用されることとなる。

その一方で、地方公共団体の議会は国会と同様に改正法の適用除外とされており、個人情

報の取扱いは、その自律的な対応に委ねることとされていることから、議会が保有する個人

情報の保護を図るため、新たに個人情報の保護に関する条例を制定するものである。

議員提出議案書（第２分冊）

専 決 処 分 書

水戸地方裁判所令和３年（ワ）第 号損害賠償請求事件に関し、下記のとおり和解することにつ

いて、地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の規定により準用する同法第 条第１項の規

定に基づき専決処分する。

令和４年 月 日

茨城県後期高齢者医療広域連合長 豊 田 稔

記

１ 事件名

水戸地方裁判所 令和３年（ワ）第 号損害賠償請求事件

２ 当事者

原告 茨城県後期高齢者医療広域連合

 被告  個人

３ 事件の要旨

茨城県後期高齢者医療被保険者（以下「被害者」という。）が道路を歩行にて横断していた際に、

被告が運転する普通乗用自動車に衝突され受傷した。

原告は、代位取得した第三者行為による損害賠償請求権に基づき、被告に対し、損害賠償金

円の支払いを求める訴えを提起したものである。

４ 和解内容

被告は、原告に対し、請求額のうち 円を支払う条件で和解する。

原告は、その余の請求を放棄する。

訴訟費用は、各自の負担とする。

５ 和解理由

水戸地方裁判所より上記の和解案が提示され、被害者の過失があることなどから、その内容が適

当と認められるため。

議案書（第１分冊）
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茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例

目次

第１章 総則（第１条－第３条）

第２章 個人情報等の取扱い（第４条－第 条）

第３章 個人情報ファイル（第 条）

第４章 開示、訂正及び利用停止

第１節 開示（第 条－第 条）

第２節 訂正（第 条－第 条）

第３節 利用停止（第 条－第 条）

第４節 審査請求（第 条－第 条）

第５章 雑則（第 条－第 条）

第６章 罰則（第 条－第 条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、茨城県後期高齢者医療広域連合議会（以下「議会」という。）における個人情

報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び

利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図

りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいず

れかに該当するものをいう。

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的

方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。

次項第２号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、

又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以

下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

個人識別符号が含まれるもの

２ この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その

他の符号のうち、議長が定めるものをいう。

特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号そ
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の他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又

は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文

字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異

なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利

用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

３ この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、

犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう

にその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員（以下この章から第３章まで及び

第６章において「職員」という。）が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織

的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、茨城県後期高齢者医療広域連

合情報公開条例（平成 年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第 号。以下「情報公開条例」と

いう。）第２条第２号に規定する行政情報（以下「行政文書」という。）に記録されているものに限

る。

５ この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に

掲げるものをいう。

一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索すること

ができるように体系的に構成したもの

前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

６ この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をい

う。

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に

定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人

情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当

該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換える

ことを含む。）。

第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除する

こと（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置

き換えることを含む。）。

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に

定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個
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茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例

目次

第１章 総則（第１条－第３条）

第２章 個人情報等の取扱い（第４条－第 条）

第３章 個人情報ファイル（第 条）

第４章 開示、訂正及び利用停止

第１節 開示（第 条－第 条）

第２節 訂正（第 条－第 条）

第３節 利用停止（第 条－第 条）

第４節 審査請求（第 条－第 条）

第５章 雑則（第 条－第 条）

第６章 罰則（第 条－第 条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、茨城県後期高齢者医療広域連合議会（以下「議会」という。）における個人情

報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び

利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図

りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいず

れかに該当するものをいう。

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的

方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。

次項第２号において同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、

又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以

下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

個人識別符号が含まれるもの

２ この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その

他の符号のうち、議長が定めるものをいう。

特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号そ
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人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

第 項第 号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当

該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換える

ことを含む。）。

第 項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除する

こと（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置

き換えることを含む。）。

９ この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名

加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成 年法律第 号。以下「番号利用法」という。）第２条第８項に規定

する特定個人情報をいう。

この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報

であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、行政文

書に記録されているものに限る。

この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法（平成 年法律第 号）第

２条第１項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号。以

下「法」という。）別表第１に掲げる法人をいう。

この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成 年法律第 号）

第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。

（議会の責務）

第３条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるもの

とする。

第２章 個人情報等の取扱い

（個人情報の保有の制限等）

第４条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第 条第２項第２号及び

第３号並びに第４章において同じ。）の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場

合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

２ 議会は、前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）の達成に必要な

範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認

められる範囲を超えて行ってはならない。

（利用目的の明示）

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取得
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するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければな

らない。

人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益

を害するおそれがあるとき。

利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独

立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

（不適正な利用の禁止）

第６条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利

用してはならない。

（適正な取得）

第７条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

（正確性の確保）

第８条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致する

よう努めなければならない。

（安全管理措置）

第９条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のた

めに必要かつ適切な措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受

けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。

（従事者の義務）

第 条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第２項の業務に従事して

いる者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

（漏えい等の通知）

第 条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事

態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、

本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべ

き措置をとるとき。

当該保有個人情報に第 条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。

（利用及び提供の制限）
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人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

第 項第 号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当

該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換える

ことを含む。）。

第 項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除する

こと（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置

き換えることを含む。）。

９ この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名

加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成 年法律第 号。以下「番号利用法」という。）第２条第８項に規定

する特定個人情報をいう。

この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報

であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、行政文

書に記録されているものに限る。

この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法（平成 年法律第 号）第

２条第１項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号。以

下「法」という。）別表第１に掲げる法人をいう。

この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成 年法律第 号）

第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。

（議会の責務）

第３条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるもの

とする。

第２章 個人情報等の取扱い

（個人情報の保有の制限等）

第４条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第 条第２項第２号及び

第３号並びに第４章において同じ。）の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場

合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

２ 議会は、前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）の達成に必要な

範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認

められる範囲を超えて行ってはならない。

（利用目的の明示）

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取得
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第 条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用

し、又は提供してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用

目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個

人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の

権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で

利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、他の地方公共団体の機関、他の地方公

共団体が設立した地方独立行政法人、法第２条第８項に規定する行政機関又は独立行政法人等

に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務

又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用するこ

とについて相当の理由があるとき。

前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提

供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情

報を提供することについて特別の理由があるとき。

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるもので

はない。

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目

的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の職員に限るものとする。

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで及び第 条の規定は適用しないも

のとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の右欄に掲げる字句とする。

第 条第１項 法令に基づく場合を除

き、利用目的以外の目的

利用目的以外の目的

自ら利用し、又は提供し

てはならない

自ら利用してはならない

第 条第２項 自ら利用し、又は提供す

る

自ら利用する

第 条第２項

第１号

本人の同意があるとき、

又は本人に提供するとき

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場

合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得

ることが困難であるとき
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第 条第１項

第１号

又は第 条第１項及び

第２項の規定に違反して

利用されているとき

第 条第５項の規定により読み替えて適用する同条

第１項及び第２項（第１号に係る部分に限る。）の規

定に違反して利用されているとき、番号利用法第

条の規定に違反して収集され、若しくは保管されてい

るとき、又は番号利用法第 条の規定に違反して作

成された特定個人情報ファイル（番号利用法第２条第

９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記

録されているとき

第 条第１項

第２号

第 条第１項及び第２

項

番号利用法第 条

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求）

第 条 議長は、利用目的のために又は前条第２項第３号若しくは第４号の規定に基づき、保有個

人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対

し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、

又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求める

ものとする。

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求）

第 条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者が当該個人関連情報を個人情

報として取得することが想定される場合に限る。）において、必要があると認めるときは、当該第

三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な

制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講

ずることを求めるものとする。

（仮名加工情報の取扱いに係る義務）

第 条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。以下

この条及び第 条において同じ。）を第三者（当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除

く。）に提供してはならない。

２ 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必

要かつ適切な措置を講じなければならない。

３ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の

作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等（仮名加工情報の作成に用い

られた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第 条第１項の規定により行わ

れた加工の方法に関する情報をいう。）を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合しては

ならない。

４ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若
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第 条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用

し、又は提供してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用

目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個

人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の

権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で

利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、他の地方公共団体の機関、他の地方公

共団体が設立した地方独立行政法人、法第２条第８項に規定する行政機関又は独立行政法人等

に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務

又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用するこ

とについて相当の理由があるとき。

前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提

供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情

報を提供することについて特別の理由があるとき。

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるもので

はない。

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目

的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の職員に限るものとする。

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで及び第 条の規定は適用しないも

のとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の右欄に掲げる字句とする。

第 条第１項 法令に基づく場合を除

き、利用目的以外の目的

利用目的以外の目的

自ら利用し、又は提供し

てはならない

自ら利用してはならない

第 条第２項 自ら利用し、又は提供す

る

自ら利用する

第 条第２項

第１号

本人の同意があるとき、

又は本人に提供するとき

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場

合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得

ることが困難であるとき
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しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 年法律第 号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定す

る信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。）を用

いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用

してはならない。

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）

を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

（匿名加工情報の取扱いに係る義務）

第 条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工

情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記

述等若しくは個人識別符号若しくは法第 条第 項の規定により行われた加工の方法に関する情

報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿

名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）

を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第３章 個人情報ファイル

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第 条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それ

ぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿（以下「個人情報ファイル簿」という。）

を作成し、公表しなければならない。

個人情報ファイルの名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルに記録される項目（以下この条において「記録項目」という。）及び本人（他

の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第 号カにおい

て同じ。）として個人情報ファイルに記録される個人の範囲（次項第２号において「記録範囲」

という。）

個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この条において「記録情報」という。）の収集

方法

記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

次条第１項、第 条第１項又は第 条第１項の規定による請求を受理する組織の名称及び
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所在地

第 条第１項ただし書又は第 条第１項ただし書に該当するときは、その旨

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

次に掲げる個人情報ファイル

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報フ

ァイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他こ

れらに準ずる事項を記録するもの

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

ウ １年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報

を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又

は連絡に必要な事項のみを記録するもの

オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファ

イルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファ

イル

前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を

記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこ

れらの事項の範囲内のもの

前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第５号若しくは第７号に掲げ

る事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載する

ことにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障

を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個

人情報ファイルを個人 情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第４章 開示、訂正及び利用停止

第１節 開示

（開示請求権）

第 条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする

保有個人情報の開示を請求することができる。

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下この章におい

て「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下この章及び第

条において「開示請求」という。）をすることができる。
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しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 年法律第 号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定す

る信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。）を用

いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用

してはならない。

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）

を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

（匿名加工情報の取扱いに係る義務）

第 条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工

情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記

述等若しくは個人識別符号若しくは法第 条第 項の規定により行われた加工の方法に関する情

報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿

名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）

を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第３章 個人情報ファイル

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第 条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それ

ぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿（以下「個人情報ファイル簿」という。）

を作成し、公表しなければならない。

個人情報ファイルの名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルに記録される項目（以下この条において「記録項目」という。）及び本人（他

の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第 号カにおい

て同じ。）として個人情報ファイルに記録される個人の範囲（次項第２号において「記録範囲」

という。）

個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この条において「記録情報」という。）の収集

方法

記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

次条第１項、第 条第１項又は第 条第１項の規定による請求を受理する組織の名称及び
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（開示請求の手続）

第 条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「開示請求書」という。）を

議長に提出してしなければならない。

開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有

個人情報を特定するに足りる事項

前２号に掲げるもののほか、議長が定める事項

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個

人情報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人

情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

３ 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下「開示請求

者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、

議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

（保有個人情報の開示義務）

第 条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報

（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該

保有個人情報を開示しなければならない。

開示請求者（第 条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっ

ては、当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに第 条第１項において同じ。）の生

命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。）若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請

求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外

の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定され

ている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情

報

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和 年法律第 号）第２条第１項に規定する国

家公務員（独立行政法人通則法第２条第 項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、

独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和 年法律第 号）第２条に規定する

地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報
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がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務

遂行の内容に係る部分

法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下こ

の号において「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事

業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの

イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個

人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当

該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における

審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特

定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する

情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 議長が第 条各項の決定（以下「開示決定等」という。）をする場合において、犯罪の予

防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把

握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難に

するおそれ

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行

政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、そ

の企業経営上の正当な利益を害するおそれ

（部分開示）

第 条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示

情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除

いた部分につき開示しなければならない。

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識別するこ
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（開示請求の手続）

第 条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「開示請求書」という。）を

議長に提出してしなければならない。

開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有

個人情報を特定するに足りる事項

前２号に掲げるもののほか、議長が定める事項

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個

人情報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人

情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

３ 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下「開示請求

者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、

議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

（保有個人情報の開示義務）

第 条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報

（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該

保有個人情報を開示しなければならない。

開示請求者（第 条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっ

ては、当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに第 条第１項において同じ。）の生

命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。）若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請

求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外

の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定され

ている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情

報

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和 年法律第 号）第２条第１項に規定する国

家公務員（独立行政法人通則法第２条第 項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、

独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭和 年法律第 号）第２条に規定する

地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報
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とができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他

の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部

分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認

められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定

を適用する。

（裁量的開示）

第 条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人

の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報

を開示することができる。

（保有個人情報の存否に関する情報）

第 条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、

不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、

当該開示請求を拒否することができる。

（開示請求に対する措置）

第 条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定を

し、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定

める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第５条第２号又は第３号に該当する場合

における当該利用目的については、この限りでない。

２ 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒

否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。）は、開示をしない

旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

（開示決定等の期限）

第 条 開示決定等は、開示請求があった日から 日以内にしなければならない。ただし、第

条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入し

ない。

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規

定する期間を 日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に

対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

（開示決定等の期限の特例）

第 条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から 日以

内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあ

る場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分

につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等

をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、
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次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

この条の規定を適用する旨及びその理由

残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

２ 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けてい

る期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）

第 条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及

び開示請求者以外の者（以下この条、第 条第２項第３号及び第 条において「第三者」とい

う。）に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係

る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める

事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

２ 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第 条第１項の決定（以下この章において「開

示決定」という。）に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当

該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する

機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第

三者に関する情報が第 条第２号イ又は同条第３号ただし書に規定する情報に該当すると認めら

れるとき。

第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第 条の規定により開示しようとすると

き。

３ 議長は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情

報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決

定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合におい

て、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書（第 条において「反対意見書」という。）を提出し

た第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しな

ければならない。

（開示の実施）

第 条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧

又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案

して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議

長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認

めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

２ 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供

しなければならない。
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とができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他

の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部

分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認

められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定

を適用する。

（裁量的開示）

第 条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人

の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報

を開示することができる。

（保有個人情報の存否に関する情報）

第 条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、

不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、

当該開示請求を拒否することができる。

（開示請求に対する措置）

第 条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定を

し、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定

める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第５条第２号又は第３号に該当する場合

における当該利用目的については、この限りでない。

２ 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒

否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。）は、開示をしない

旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

（開示決定等の期限）

第 条 開示決定等は、開示請求があった日から 日以内にしなければならない。ただし、第

条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入し

ない。

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規

定する期間を 日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に

対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

（開示決定等の期限の特例）

第 条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から 日以

内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあ

る場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分

につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等

をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、
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３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、

その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。

４ 前項の規定による申出は、第 条第１項に規定する通知があった日から 日以内にしなけれ

ばならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があると

きは、この限りでない。

（他の法令による開示の実施との調整）

第 条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第

１項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開示の期間が定められ

ている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人

情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場

合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項本文の閲覧と

みなして、前項の規定を適用する。

（費用の負担）

第 条 この条例の規定による開示請求に係る手数料は、無料とする。

２ この条例の規定に基づき保有個人情報の写しの交付及び送付を受ける者は、議長が定める額を

負担しなければならない。

第２節 訂正

（訂正請求権）

第 条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第 条第 項において

同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当

該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下この章において同じ。）を請求することができ

る。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている

ときは、この限りでない。

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

開示決定に係る保有個人情報であって、第 条第１項の他の法令の規定により開示を受けた

もの

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この章及び第 条において「訂

正請求」という。）をすることができる。

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 日以内にしなければならない。

（訂正請求の手続）

第 条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「訂正請求書」という。）を

議長に提出してしなければならない。

訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
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訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる

事項

訂正請求の趣旨及び理由

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個

人情報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人

情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

３ 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者（以下この章にお

いて「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

（保有個人情報の訂正義務）

第 条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当

該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正を

しなければならない。

（訂正請求に対する措置）

第 条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求

者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

２ 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に

対し、その旨を書面により通知しなければならない。

（訂正決定等の期限）

第 条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日から 日以内に

しなければならない。ただし、第 条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補

正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規

定する期間を 日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に

対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

（訂正決定等の期限の特例）

第 条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相

当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第１項に規定する期間

内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

この条の規定を適用する旨及びその理由

訂正決定等をする期限

２ 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けてい

る期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

（保有個人情報の提供先への通知）

第 条 議長は、第 条第１項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必
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３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、

その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。

４ 前項の規定による申出は、第 条第１項に規定する通知があった日から 日以内にしなけれ

ばならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があると

きは、この限りでない。

（他の法令による開示の実施との調整）

第 条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第

１項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開示の期間が定められ

ている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人

情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場

合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項本文の閲覧と

みなして、前項の規定を適用する。

（費用の負担）

第 条 この条例の規定による開示請求に係る手数料は、無料とする。

２ この条例の規定に基づき保有個人情報の写しの交付及び送付を受ける者は、議長が定める額を

負担しなければならない。

第２節 訂正

（訂正請求権）

第 条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第 条第 項において

同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当

該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下この章において同じ。）を請求することができ

る。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている

ときは、この限りでない。

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

開示決定に係る保有個人情報であって、第 条第１項の他の法令の規定により開示を受けた

もの

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この章及び第 条において「訂

正請求」という。）をすることができる。

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 日以内にしなければならない。

（訂正請求の手続）

第 条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「訂正請求書」という。）を

議長に提出してしなければならない。

訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
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要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知

するものとする。

第３節 利用停止

（利用停止請求権）

第 条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するとき

は、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下この章において「利用停止」

という。）に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反して取り扱われて

いるとき、第７条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第 条第１項及び第２項

の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

第 条第１項及び第２項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の

停止

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この章及び第 条において

「利用停止請求」という。）をすることができる。

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 日以内にしなければならない。

（利用停止請求の手続）

第 条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利用停止請求書」と

いう。）を議長に提出してしなければならない。

利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足

りる事項

利用停止請求の趣旨及び理由

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係

る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請

求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければなら

ない。

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者（以下こ

の章において「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めること

ができる。

（保有個人情報の利用停止義務）

第 条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めると

きは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に

係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をする
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ことにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正

な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

（利用停止請求に対する措置）

第 条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、

利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

２ 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用

停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

（利用停止決定等の期限）

第 条 前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求があった日から

日以内にしなければならない。ただし、第 条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規

定する期間を 日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求

者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

（利用停止決定等の期限の特例）

第 条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、

相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第 項に規定す

る期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

この条の規定を適用する旨及びその理由

利用停止決定等をする期限

２ 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠け

ている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

第４節 審査請求

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外）

第 条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求

に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成 年法律第 号）第９条第 項

の規定は、適用しない。

（審査会への諮問）

第 条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求

に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除

き、茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会条例（令和５年茨城県後期高齢者医療広域

連合条例第 号。）に規定する茨城県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会に諮問しなけれ

ばならない。

審査請求が不適法であり、却下する場合
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要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知

するものとする。

第３節 利用停止

（利用停止請求権）

第 条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するとき

は、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下この章において「利用停止」

という。）に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反して取り扱われて

いるとき、第７条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第 条第１項及び第２項

の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

第 条第１項及び第２項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の

停止

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この章及び第 条において

「利用停止請求」という。）をすることができる。

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 日以内にしなければならない。

（利用停止請求の手続）

第 条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利用停止請求書」と

いう。）を議長に提出してしなければならない。

利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足

りる事項

利用停止請求の趣旨及び理由

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係

る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請

求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければなら

ない。

３ 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者（以下こ

の章において「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めること

ができる。

（保有個人情報の利用停止義務）

第 条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めると

きは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に

係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をする
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裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することと

する場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。）

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする

場合

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることと

する場合

２ 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。

審査請求人及び参加人（行政不服審査法第 条第４項に規定する参加人をいう。以下この項

及び次条第２号において同じ。）

開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加人である場合

を除く。）

当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者（当該第三者

が審査請求人又は参加人である場合を除く。）

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等）

第 条 第 条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用す

る。

開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）

を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決（第三者である参加人が当該第

三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。）

第５章 雑則

（適用除外）

第 条 保有個人情報（不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。）のう

ち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあ

るためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第４章（第４節

を除く。）の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等）

第 条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この条において「開示請求等」とい

う。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人

情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理）

第 条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の

適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
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（施行の状況の公表）

第 条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

（委任）

第 条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。

第６章 罰則

第 条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第 条第５項の委託を受けた業務

に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が

記録された第２条第５項第１号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工し

たものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は 万円以下の罰金に処する。

第 条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は 万円以下の罰金に処

する。

第 条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属す

る事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲役又は 万円以

下の罰金に処する。

第 条 前３条の規定は、茨城県後期高齢者医療広域連合規約（平成 年市町村指令第 号）第

３条で定める区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第 条 偽りその他不正の手段により、第 条第１項の決定に基づく保有個人情報の開示を受け

た者は、５万円以下の過料に処する。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することと

する場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。）

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする

場合

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることと

する場合

２ 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。

審査請求人及び参加人（行政不服審査法第 条第４項に規定する参加人をいう。以下この項

及び次条第２号において同じ。）

開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加人である場合

を除く。）

当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者（当該第三者

が審査請求人又は参加人である場合を除く。）

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等）

第 条 第 条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用す

る。

開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）

を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決（第三者である参加人が当該第

三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。）

第５章 雑則

（適用除外）

第 条 保有個人情報（不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。）のう

ち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあ

るためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第４章（第４節

を除く。）の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等）

第 条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この条において「開示請求等」とい

う。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人

情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理）

第 条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の

適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
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議員提出議案第２号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の

制定について

上記の議案を、地方自治法第 条において準用する第 条及び茨城県後期高齢者医療広

域連合議会会議規則第 条の規定に基づき、別紙のとおり提出します。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合議会

議 長 須 田 浩 和 様

茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員 坂 本 仙 一

〃 船 川 京 子

〃 加 藤 恭 子

〃 田 崎 清

〃 寺 門 厚

〃 風 見 好 文

〃 根 本 光 治

〃 市 村 香

〃 守 谷 智 明

〃 加藤木 直

〃 吉 田 充 宏

（提案理由）

個人情報の保護に関する法律の改正に合わせて、茨城県後期高齢者医療広域連合議会におい

ても保有する個人情報の保護を図るため、新たに条例を制定することに伴い、個人情報の開示

請求の手続きや請求のための様式など条例の施行に必要な事項を規定するために同規程を制定

するものである。
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茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例施行規程

（趣旨）

第１条 この規程は、茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年茨

城県後期高齢者医療広域連合議会条例第 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。

（用語）

第２条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

（個人識別符号）

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、

適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の

符号

ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名 ）を構成する塩基の配列

イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

キ 指紋又は掌紋

健康保険法（大正 年法律第 号）第３条第 項に規定する保険者番号及び同条第 項に規

定する被保険者等記号・番号

船員保険法（昭和 年法律第 号）第２条第 項に規定する保険者番号及び同条第 項に規

定する被保険者等記号・番号

旅券法（昭和 年法律第 号）第６条第１項第１号の旅券の番号

出入国管理及び難民認定法（昭和 年政令第 号）第２条第５号に規定する旅券（日本国政府

の発行したものを除く。）の番号及び同法第 条の４第１項第５号の在留カードの番号

私立学校教職員共済法（昭和 年法律第 号）第 条第１項に規定する保険者番号及び加入

者等記号・番号

国家公務員共済組合法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項に規定する保険者番号及び

組合員等記号・番号

国民健康保険法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項に規定する保険者番号及び被保険
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議員提出議案第２号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の

制定について

上記の議案を、地方自治法第 条において準用する第 条及び茨城県後期高齢者医療広

域連合議会会議規則第 条の規定に基づき、別紙のとおり提出します。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合議会

議 長 須 田 浩 和 様

茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員 坂 本 仙 一

〃 船 川 京 子

〃 加 藤 恭 子

〃 田 崎 清

〃 寺 門 厚

〃 風 見 好 文

〃 根 本 光 治

〃 市 村 香

〃 守 谷 智 明

〃 加藤木 直

〃 吉 田 充 宏

（提案理由）

個人情報の保護に関する法律の改正に合わせて、茨城県後期高齢者医療広域連合議会におい

ても保有する個人情報の保護を図るため、新たに条例を制定することに伴い、個人情報の開示

請求の手続きや請求のための様式など条例の施行に必要な事項を規定するために同規程を制定

するものである。
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者記号・番号

国民年金法（昭和 年法律第 号）第 条に規定する基礎年金番号

道路交通法（昭和 年法律第 号）第 条第１項第１号の免許証の番号

地方公務員等共済組合法（昭和 年法律第 号）第 条の の２第１項に規定する保険者

番号及び組合員等記号・番号

住民基本台帳法 昭和 年法律第 号 第 条第 号に規定する住民票コード

雇用保険法施行規則（昭和 年労働省令第３号）第 条第１項の雇用保険被保険者証の被保険

者番号

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項に規定する保険

者番号及び被保険者番号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年

法律第 号）第８条第１項第３号の特別永住者証明書の番号

介護保険法（平成９年法律第 号）第 条第３項の被保険者証の番号及び保険者番号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 年法律第

号）第２条第５項に規定する個人番号

（要配慮個人情報）

第４条 条例第２条第３項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等（本

人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）とする。

次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある

こと。

ア 身体障害者福祉法（昭和 年法律第 号）別表に掲げる身体上の障害

イ 知的障害者福祉法（昭和 年法律第 号）にいう知的障害

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 年法律第 号）にいう精神障害（発達障

害者支援法（平成 年法律第 号）第２条第１項に規定する発達障害を含み、イに掲げるもの

を除く。）

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成 年法律第 号）第４条第１項の政令で定めるものによる

障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において「医師等」という。）に

より行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査（同号において「健康診断等」

という。）の結果

健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医
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師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関す

る手続が行われたこと。

本人を少年法（昭和 年法律第 号）第３条第１項に規定する少年又はその疑いのある者とし

て、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

（個人の権利利益を害するおそれが大きいもの）

第５条 条例第 条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものは、次の各

号のいずれかに該当するものとする。

要配慮個人情報が含まれる保有個人情報（高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するため

に必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同じ。）の漏えい、滅失若しくは毀損（以下

この条において「漏えい等」という。）が発生し、又は発生したおそれがある事態

不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、

又は発生したおそれがある事態

不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそ

れがある事態

保有個人情報に係る本人の数が 人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事

態

２ 議長は、条例第 条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に定める事態を知った後、当

該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次に定

める事項を通知しなければならない。

概要

漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報の項目

原因

二次被害又はそのおそれの有無及びその内容

その他参考となる事項

（電磁的方法）

第６条 条例第 条第４項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機

器に送信する方法（他人に委託して行う場合を含む。）

電子メールを送信する方法（他人に委託して行う場合を含む。）

前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通

信（電気通信事業法（昭和 年法律第 号）第２条第１号に規定する電気通信をいう。）を送信す
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者記号・番号

国民年金法（昭和 年法律第 号）第 条に規定する基礎年金番号

道路交通法（昭和 年法律第 号）第 条第１項第１号の免許証の番号

地方公務員等共済組合法（昭和 年法律第 号）第 条の の２第１項に規定する保険者

番号及び組合員等記号・番号

住民基本台帳法 昭和 年法律第 号 第 条第 号に規定する住民票コード

雇用保険法施行規則（昭和 年労働省令第３号）第 条第１項の雇用保険被保険者証の被保険

者番号

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項に規定する保険

者番号及び被保険者番号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年

法律第 号）第８条第１項第３号の特別永住者証明書の番号

介護保険法（平成９年法律第 号）第 条第３項の被保険者証の番号及び保険者番号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 年法律第

号）第２条第５項に規定する個人番号

（要配慮個人情報）

第４条 条例第２条第３項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等（本

人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）とする。

次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある

こと。

ア 身体障害者福祉法（昭和 年法律第 号）別表に掲げる身体上の障害

イ 知的障害者福祉法（昭和 年法律第 号）にいう知的障害

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 年法律第 号）にいう精神障害（発達障

害者支援法（平成 年法律第 号）第２条第１項に規定する発達障害を含み、イに掲げるもの

を除く。）

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成 年法律第 号）第４条第１項の政令で定めるものによる

障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において「医師等」という。）に

より行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査（同号において「健康診断等」

という。）の結果

健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医
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る方法（他人に委託して行う場合を含む。）

（匿名加工情報の安全管理措置の基準）

第７条 条例第 条第２項の議長が定める基準は、次のとおりとする。

匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り

扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な

措置を講ずること。

匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために

必要かつ適切な措置を講ずること。

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第８条 議長は、個人情報ファイル（条例第 条第２項各号に掲げるもの及び同条第３項の規定により

個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第４項において同じ。）を保有するに至ったと

きは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

２ 個人情報ファイル簿は、議長が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

３ 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイ

ル簿を修正しなければならない。

４ 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報

ファイルが条例第 条第２項第１号カに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイル

についての記載を消除しなければならない。

５ 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に

供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければ

ならない。

６ 条例第 条第１項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

条例第２条第５項第１号に係る個人情報ファイル又は同項第２号に係る個人情報ファイルの別

条例第２条第５項第１号に係る個人情報ファイルについて、第９項に規定する個人情報ファイル

があるときは、その旨

７ 条例第 条第２項第１号カの議長が定める数は、 人とする。

８ 条例第 条第２項第１号キの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとす

る。

次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与又は報酬、福利厚生に関す

る事項その他これらに準ずる事項を記録するもの（アに掲げる者の採用又は選定のための試験に関

する個人情報ファイルを含む。）
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ア 執行機関の職員又は当該職員であった者

イ 条例第 条第２項第１号アに規定する者又はアに掲げる者の被扶養者又は遺族

条例第 条第２項第１号アに規定する者及び前号ア又はイに掲げる者を併せて記録する個人情報

ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに

準ずる事項を記録するもの

９ 条例第 条第２項第３号の議長が定める個人情報ファイルは、条例第２条第５項第２号に係る個人

情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第 条第１項の規定による公表に係る条例第２条

第５項第１号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

（開示請求書）

第９条 条例第 条第１項の書面は、開示請求書（様式第１号）によるものとする。

（開示請求等における本人確認手続等）

第 条 条例第 条第２項、第 条第２項又は第 条第２項の規定により提示し、又は提出しなけ

ればならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書（以下この条において「開示請求書等」という。）に記

載されている開示請求をする者、訂正請求をする者又は利用停止請求をする者（以下この条において

「開示請求者等」という。）の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されてい

る運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第７項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第 条の３に規

定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特

例法第７条第１項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付

された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの

前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあって

は、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類

２ 開示請求書等を議長に送付して開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この項及び次項におい

て「開示請求等」という。）をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる

書類を議長に提出すれば足りる。

前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すもの

として議長が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前 日以内に作成されたもの

３ 条例第 条第２項、第 条第２項又は第 条第２項の規定により代理人が開示請求等をする場合

には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類（開示請求等をする日前 日

以内に作成されたものに限る。）を議長に提示し、又は提出しなければならない。
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る方法（他人に委託して行う場合を含む。）

（匿名加工情報の安全管理措置の基準）

第７条 条例第 条第２項の議長が定める基準は、次のとおりとする。

匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り

扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な

措置を講ずること。

匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために

必要かつ適切な措置を講ずること。

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）

第８条 議長は、個人情報ファイル（条例第 条第２項各号に掲げるもの及び同条第３項の規定により

個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第４項において同じ。）を保有するに至ったと

きは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

２ 個人情報ファイル簿は、議長が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

３ 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイ

ル簿を修正しなければならない。

４ 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報

ファイルが条例第 条第２項第１号カに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイル

についての記載を消除しなければならない。

５ 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に

供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければ

ならない。

６ 条例第 条第１項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

条例第２条第５項第１号に係る個人情報ファイル又は同項第２号に係る個人情報ファイルの別

条例第２条第５項第１号に係る個人情報ファイルについて、第９項に規定する個人情報ファイル

があるときは、その旨

７ 条例第 条第２項第１号カの議長が定める数は、 人とする。

８ 条例第 条第２項第１号キの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとす

る。

次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与又は報酬、福利厚生に関す

る事項その他これらに準ずる事項を記録するもの（アに掲げる者の採用又は選定のための試験に関

する個人情報ファイルを含む。）

議員提出議案書（第２分冊）

- 103 -



４ 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失し

たときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。

５ 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

（開示決定等の通知）

第 条 条例第 条第１項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施

を求める場合にあっては、条例第 条第３項の規定による申出をする際に事務所における開示を実

施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付

に要する費用

電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その

他当該開示の実施に必要な事項

（開示決定通知書）

第 条 条例第 条第１項の書面は、開示決定通知書（様式第２号）とする。

２ 条例第 条第２項の書面は、非開示決定通知書（様式第３号）とする。

（開示決定等期限延長通知書）

第 条 条例第 条第２項の書面は、開示決定等期限延長通知書（様式第４号）とする。

（開示決定等期限特例延長通知書）

第 条 条例第 条第１項の書面は、開示決定等期限特例延長通知書（様式第５号）とする。

（第三者意見照会書等）

第 条 条例第 条第１項の規定による通知は、第三者意見照会書（様式第６号）により行うものと

する。

２ 条例第 条第２項の書面は、第三者意見照会書（様式第７号）とする。

３ 条例第 条第１項又は第２項の意見書は、第三者開示決定等意見書（様式第８号）とする。

４ 議長は、条例第 条第１項又は第２項の規定により、同条第１項に規定する第三者に対し、当該第

三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を

不当に侵害しないように留意しなければならない。

５ 条例第 条第１項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

開示請求の年月日

意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

６ 条例第 条第２項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

議員提出議案書（第２分冊）

- 104 -



前項各号に掲げる事項

条例第 条第２項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

７ 条例第 条第３項の書面は、開示決定通知を行った旨の通知書（様式第９号）とする。

（電磁的記録の開示方法）

第 条 条例第 条第 項に規定する議長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応

じ、当該各号に掲げる方法（プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることがで

きるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）を用いて行う必要があるものにあっては、議会が

保有するプログラムにより行うことができるものに限る。）とする。

録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用

機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は

交付

２ 前項第２号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写し

たものの交付の方法（プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、議会が保有するプログラ

ムにより行うことができるものに限る。）又は当該電磁的記録を電子情報処理組織（議会の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。以下この項において同じ。）と開示を受ける者の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して開示を受ける者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに複写させる方法により開示することが容易であるときは、当該方法

とすることができる。

３ 前２項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、議長は、当該電磁的記録の保存に支障を

生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又

は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

（開示の実施の方法等の申出）

第 条 条例第 条第３項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければ

ならない。

求める開示の実施の方法（開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実

施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法）

開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当

該部分

事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

２ 前項に規定する書面は、開示の実施方法等申出書（様式第 号）によるものとする。ただし、条例
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４ 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失し

たときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。

５ 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

（開示決定等の通知）

第 条 条例第 条第１項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施

を求める場合にあっては、条例第 条第３項の規定による申出をする際に事務所における開示を実

施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付

に要する費用

電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その

他当該開示の実施に必要な事項

（開示決定通知書）

第 条 条例第 条第１項の書面は、開示決定通知書（様式第２号）とする。

２ 条例第 条第２項の書面は、非開示決定通知書（様式第３号）とする。

（開示決定等期限延長通知書）

第 条 条例第 条第２項の書面は、開示決定等期限延長通知書（様式第４号）とする。

（開示決定等期限特例延長通知書）

第 条 条例第 条第１項の書面は、開示決定等期限特例延長通知書（様式第５号）とする。

（第三者意見照会書等）

第 条 条例第 条第１項の規定による通知は、第三者意見照会書（様式第６号）により行うものと

する。

２ 条例第 条第２項の書面は、第三者意見照会書（様式第７号）とする。

３ 条例第 条第１項又は第２項の意見書は、第三者開示決定等意見書（様式第８号）とする。

４ 議長は、条例第 条第１項又は第２項の規定により、同条第１項に規定する第三者に対し、当該第

三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を

不当に侵害しないように留意しなければならない。

５ 条例第 条第１項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

開示請求の年月日

意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

６ 条例第 条第２項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第 条第１項の規定による通知があった場合において、開示請求書に記載された事項を変更しない

ときは、条例第 条第３項の規定による申出は、することを要しない。

（費用の納入）

第 条 条例第 条第２項に規定する議長が定める額は、別表に定めるとおりとする。

２ 前項の費用は、保有個人情報の写しの交付及び送付を受ける際に納入しなければならない。

（訂正請求書）

第 条 条例第 条第１項に規定する書面は、訂正請求書（様式第 号）によるものとする。

（訂正決定通知書等）

第 条 条例第 条第１項の書面は、訂正決定通知書（様式第 号）とする。

２ 条例第 条第２項の書面は、非訂正決定通知書（様式第 号）とする。

（訂正決定等期限延長通知書）

第 条 条例第 条第２項の書面は、訂正決定等期限延長通知書（様式第 号）とする。

（訂正決定等期限特例延長通知書）

第 条 条例第 条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書（様式第 号）とする。

（保有個人情報提供先への訂正決定通知書）

第 条 条例第 条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書（様式第 号）とする。

（利用停止請求書）

第 条 条例第 条第 項に規定する書面は、利用停止請求書（様式第 号）によるものとする。

（利用停止決定通知書等）

第 条 条例第 条第１項の書面は、利用停止決定通知書（様式第 号）とする。

２ 条例第 条第２項の書面は、非利用停止決定通知書（様式第 号）とする。

（利用停止決定等期限延長通知書）

第 条 条例第 条第２項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書（様式第 号）とする。

（利用停止決定等期限特例延長通知書）

第 条 条例第 条第１項の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書（様式第 号）とする。

（諮問をした旨の通知書）

第 条 条例第 条第２項の規定による通知は、諮問に係る通知書（様式第 号）により行うものと

する。

附 則

（施行期日）

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この規程の施行の際現に議会が保有している個人情報ファイルについての第８条第１項の規定の適

用については、同項中「直ちに」とあるのは、「茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護

に関する条例施行規程（令和５年茨城県後期高齢者医療広域連合議会告示第 号）の施行後遅滞なく」

とする。
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第 条第１項の規定による通知があった場合において、開示請求書に記載された事項を変更しない

ときは、条例第 条第３項の規定による申出は、することを要しない。

（費用の納入）

第 条 条例第 条第２項に規定する議長が定める額は、別表に定めるとおりとする。

２ 前項の費用は、保有個人情報の写しの交付及び送付を受ける際に納入しなければならない。

（訂正請求書）

第 条 条例第 条第１項に規定する書面は、訂正請求書（様式第 号）によるものとする。

（訂正決定通知書等）

第 条 条例第 条第１項の書面は、訂正決定通知書（様式第 号）とする。

２ 条例第 条第２項の書面は、非訂正決定通知書（様式第 号）とする。

（訂正決定等期限延長通知書）

第 条 条例第 条第２項の書面は、訂正決定等期限延長通知書（様式第 号）とする。

（訂正決定等期限特例延長通知書）

第 条 条例第 条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書（様式第 号）とする。

（保有個人情報提供先への訂正決定通知書）

第 条 条例第 条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書（様式第 号）とする。

（利用停止請求書）

第 条 条例第 条第 項に規定する書面は、利用停止請求書（様式第 号）によるものとする。

（利用停止決定通知書等）

第 条 条例第 条第１項の書面は、利用停止決定通知書（様式第 号）とする。

２ 条例第 条第２項の書面は、非利用停止決定通知書（様式第 号）とする。

（利用停止決定等期限延長通知書）

第 条 条例第 条第２項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書（様式第 号）とする。

（利用停止決定等期限特例延長通知書）

第 条 条例第 条第１項の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書（様式第 号）とする。

（諮問をした旨の通知書）

第 条 条例第 条第２項の規定による通知は、諮問に係る通知書（様式第 号）により行うものと

する。

附 則

（施行期日）

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

議員提出議案書（第２分冊）
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別表（第 条関係）

区 分 費用の額

写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用

電子複写機により複写したもの（電磁的

記録を印字装置により出力したものを

含む。）であって、その大きさが日本工業

規格Ａ列３番以下のもの

モノクロのもの １面につき 円

カラーのもの １面につき 円

第 条第１項第１号に規定する録音テープ、ビデオテー

プその他音声又は映像が記録された電磁的記録を複写した

もの

記録媒体１個につき、当該記

録媒体の購入に要する費用を

勘案して議長が定める額

上記に掲げるもの以外のもの
当該写しの作成に要する費用

に相当する額

写しの送付に要する費用
当該写しの送付に要する費用

に相当する額

議員提出議案書（第２分冊）

［様式省略］
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議員提出議案第３号

茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正する規則の制定につ

いて

上記の議案を、地方自治法第 条において準用する第 条及び茨城県後期高齢者医療広

域連合議会会議規則第 条の規定に基づき、別紙のとおり提出します。

令和５年２月 日提出

茨城県後期高齢者医療広域連合議会

議 長 須 田 浩 和 様

茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員 坂 本 仙 一

〃 船 川 京 子

〃 加 藤 恭 子

〃 田 崎 清

〃 寺 門 厚

〃 風 見 好 文

〃 根 本 光 治

〃 市 村 香

〃 守 谷 智 明

〃 加藤木 直

〃 吉 田 充 宏

（提案理由）

女性をはじめとする多様な人材の広域連合議会への参画を促進する環境整備を図る観点か

ら、本会議及び委員会の欠席事由を明文化するとともに、出産について産前・産後期間にも

配慮した規定の整備を図る。また、行政手続等において、押印を原則廃止とする政府の政策

動向を踏まえ、請願に係る「押印」を「署名又は記名押印」とするため、標記規則を改正す

るものである。

議員提出議案書（第２分冊）

別表（第 条関係）

区 分 費用の額

写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用

電子複写機により複写したもの（電磁的

記録を印字装置により出力したものを

含む。）であって、その大きさが日本工業

規格Ａ列３番以下のもの

モノクロのもの １面につき 円

カラーのもの １面につき 円

第 条第１項第１号に規定する録音テープ、ビデオテー

プその他音声又は映像が記録された電磁的記録を複写した

もの

記録媒体１個につき、当該記

録媒体の購入に要する費用を

勘案して議長が定める額

上記に掲げるもの以外のもの
当該写しの作成に要する費用

に相当する額

写しの送付に要する費用
当該写しの送付に要する費用

に相当する額

議員提出議案書（第２分冊）

- 109 -



茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正する規則

茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則（平成 年茨城県後期高齢者医療広域連合議会規則第３

号）の一部を次のように改正する。

第２条中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」

に改め、同条に次の１項を加える。

２ 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週

間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、

あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

第 条中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」

に改め、同条に次の１項を加える。

２ 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週

間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、

あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

第 条第１項中「、請願者の住所及び氏名（法人の場合にはその名称及び代表者の氏名）」を「及び請

願者の住所」に、「押印」を「署名又は記名押印」に改め、同条第４項を第５項とし、第３項を第４項と

し、同条第２項中「請願」を「前２項の請願」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載

し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

議員提出議案書（第２分冊）
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選挙管理委員及び同補充員選挙参考資料

茨城県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員候補及び同補充員候補の略歴

１ 選挙管理委員候補

氏 名 三
み

ッ
つ

井
い

洋
よう

平
へい

生年月日 昭和 年９月 日

住 所 茨城県稲敷市

略 歴 平成 年６月 日 稲敷市選挙管理委員に当選

令和 ３年６月 日 稲敷市選挙管理委員に再選

令和 ３年６月 日 稲敷市選挙管理委員長に就任

現在に至る

氏 名 片
かた

平
ひら

博
ひろし

生年月日 昭和 年 月４日

住 所 茨城県結城郡八千代町

略 歴 平成 年３月 日 八千代町選挙管理委員補充員に当選

令和 ２年３月 日 八千代町選挙管理委員に当選

令和 ２年３月 日 八千代町選挙管理委員長に就任

現在に至る

氏 名 市
いち

村
むら

茂
しげ

夫
お

生年月日 昭和 年７月９日

住 所 茨城県行方市

略 歴 平成 年 月２日 行方市選挙管理委員に当選

平成 年 月１日 行方市選挙管理委員長に就任

令和 ３年 月２日 行方市選挙管理委員に再選

令和 ３年 月１日 行方市選挙管理委員長に就任

現在に至る

氏 名 黒
くろ

澤
さわ

啓
けい

子
こ

生年月日 昭和 年１月７日

住 所 茨城県北茨城市

略 歴 平成 年６月 日 北茨城市選挙管理委員に当選

令和 ３年６月 日 北茨城市選挙管理委員に再選

令和 ３年６月 日 北茨城市選挙管理委員長に就任

現在に至る

議員提出議案書（第１分冊）

茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正する規則

茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則（平成 年茨城県後期高齢者医療広域連合議会規則第３

号）の一部を次のように改正する。

第２条中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」

に改め、同条に次の１項を加える。

２ 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週

間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、

あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

第 条中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」

に改め、同条に次の１項を加える。

２ 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週

間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、

あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

第 条第１項中「、請願者の住所及び氏名（法人の場合にはその名称及び代表者の氏名）」を「及び請

願者の住所」に、「押印」を「署名又は記名押印」に改め、同条第４項を第５項とし、第３項を第４項と

し、同条第２項中「請願」を「前２項の請願」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１

項を加える。

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載

し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

議員提出議案書（第２分冊）
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２ 選挙管理委員補充員候補

氏 名 宮
みや

園
ぞの

美
よし

次
つぐ

生年月日 昭和 年 月１日

住 所 茨城県久慈郡大子町

略 歴 平成 年６月 日 大子町選挙管理委員に当選

平成 年６月 日 大子町選挙管理委員長に就任

現在に至る

氏 名 小松
こまつ

﨑
ざき

吉
よし

則
のり

生年月日 昭和 年２月４日

住 所 茨城県石岡市

略 歴 平成 年 月 日 石岡市選挙管理委員補充員に当選

令和 元年 月 日 石岡市選挙管理委員に就任

令和 ４年１月 日 石岡市選挙管理委員長に就任

現在に至る

氏 名 加部
か ぶ

東
とう

肇
はじめ

生年月日 昭和 年１月１日

住 所 茨城県東茨城郡大洗町

略 歴 平成 年 月 日 大洗町選挙管理委員補充員に当選

平成 年 月 日 大洗町選挙管理委員に当選

平成 年 月 ８日 大洗町選挙管理委員長代理に就任

令和 元年 月 ６日 大洗町選挙管理委員長に就任

現在に至る

氏 名 小
こ

竹
たけ

貞
さだ

男
お

生年月日 昭和 年１月 日

住 所 茨城県結城郡八千代町

略 歴 平成 年３月 日 八千代町選挙管理委員補充員に当選

令和 ２年３月 日 八千代町選挙管理委員に当選

令和 ２年３月 日 八千代町選挙管理委員長職務代理者に就任

現在に至る

議員提出議案書（第１分冊）
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